
第５章 保健活動の実際 
 

１ 災害時の各フェーズにおける保健医療活動の概要  

・災害発生から復興期までの保健活動を「Ⅰ 地震編」と「Ⅱ 風水害・噴火災害編」に

分け、地震編についてはフェーズ０からフェーズ５まで、風水害・噴火災害編につい

ては避難勧告等発令時からフェーズ５までの段階に分類し、次の段階や全体の経過が

分かるよう、概要として表４・表５に示した。 

・表の中では、フェーズ毎の地域のニーズを医療、保健、福祉に分類し、起こりうるこ

とを「課題となる事項」として整理し、被災市町村、保健所（調整支部）、都道府県（本

庁（調整本部））及び政令市の役割を「マネジメント」と「対策」に分けて明記してい

る。  

・避難勧告発令時等については、令和元年の台風 19 号等による災害の経験を踏まえ、

令和３年５月に内閣府（防災担当）が「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し、

従来の避難情報よりも、よりわかりやすく避難を促している（表３）。  

 

表３ 警戒レベルに応じて住民がとるべき行動  

警戒レベル 

（洪水、土砂災害） 
状況 住民がとるべき行動 行動を促す情報 

警戒レベル５  災害発生又は切迫 命の危険 直ちに安全確保 
緊急安全確保 

（市町村長） 

警戒レベル４  災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 
避難指示 

（市町村長） 

警戒レベル３  災害のおそれあり 
危険な場所から高齢者等は

避難 

高齢者等避難 

（市町村長） 

警戒レベル２  気象状況悪化 自らの避難行動の確認  
大雨・洪水・高潮 

注意報（気象庁） 

警戒レベル１  
今後気象状況悪化 

のおそれ 
災害への心構えを高める  

早期注意情報 

（気象庁） 

 

・上記、警戒レベル３の段階では、避難所を開設し、要配慮者・避難行動要支援者の避難支

援が必要とされる。そのため、自治体では、警戒レベル１の段階から、職員の人員体制の

調整や指揮命令系統の確認、活動するための資機材等の準備を開始する必要がある。  

・しかしながら、風水害や噴火等の災害においては、地域住民だけでなく職員にとっても、

このような災害モードに意識を切り替えることは困難であり、警戒態勢の宣言を行う人物

や判断基準をあらかじめ定めておくことが有効である。また、保健所（調整支部）から市

町村にリエゾンが配置されるなど外部からのプッシュも効果があるため、本庁（調整本部）

や保健所（調整支部）は防災気象情報や災害対策本部との連携を図りながら市町村からの

求めを待たずに働きかけることも重要である。  
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・フェーズ０では、医療ニーズが甚大となる。緊急性と重大性から判断して「防ぎえる死」

の最小化を図ることを目的に、最優先に医療対策がなされなければならない。また、この

段階では、外部支援はほとんど見込めないため、効率的な活動が展開できるよう、初動体

制の構築を迅速に図ることが優先的に取り組む事項となる。 

・フェーズ１から５については、被災の程度によって時間経過には差が生じるため、時間に

ついては目安として捉え、各自治体の災害対策本部との連携のもと、地域の概況、ニーズ

や課題となる事項の変化を分析し、次を見越した対策を講じる必要がある。  
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表４ 各期における保健活動の概要（地震編） 

 

 

◎傷病者の急増 ◎医療機能の低下 ◎救護所の運営

◎救命救急 （治療・病床数・従事者・ ◎医療機能の低下 ◎巡回診療 ◎医療機能の回復

◎広域搬送 医薬品） ◎救護所の設置・運営

◎生活環境の悪化 ◎感染症の流行 ◎サービスの低下 ◎食生活・栄養の偏り

◎深部静脈血栓症（DVT） ◎熱中症    ◎歯科・口腔衛生
◎保健医療福祉活動チームの受

援
◎生活不活発病

◎避難所の設置・運営 ◎メンタルヘルス ◎慢性疾患の治療継続

◎福祉避難所の設置 ◎サービスの低下 ◎福祉避難所の運営 ◎サービス調整

・DHEAT ・JMAT ・保健師等チーム ・こころのケアチーム

・DMAT ・日本赤十字社 ・DPAT ・その他医療チーム(救護班) ・JDA-DAT ・JRAT ・JDAT

　　生活環境衛生対策） 生活環境衛生対策）

◎保健医療調整本部立ち上げ、地域防災会議の設置 ◎保健医療調整本部の設置、地域防災会議の実施 ◎保健医療調整本部の設置、地域防災会議の実施

○統括保健師の配置 ○統括保健師の配置 ○統括保健師の配置

１．施設設備の安全確保と執務体制の起動 １．施設設備の安全確保と執務体制の起動 １．情報収集、分析・企画立案

２．情報収集、分析・企画立案 ２．情報収集、分析・企画立案 ２．本庁各課・保健所との情報共有

３．本庁各課・保健所との連絡、情報共有 ３．本庁各課・保健所との連絡、情報共有

４．被災地域における府内職員の受援体制の構築、調整 ４．被災地域における府内職員の受援体制の構築、調整

５．保健医療活動支援チームの受援体制の準備 ５．府内職員による本庁支援体制の構築 ５．国等への連絡調整

６．災害医療コーディネーターとの連携 ６．保健医療活動支援チームの受援、調整 ６．職員の健康相談の実施

７．国等への連絡調整 ７．災害医療コーディネーターとの連携 ７．全県的な災害関係の会議の開催

８．職員健康管理体制の確立 ８．国等への連絡調整 ８．既決予算の流用等、予算措置

９．非常時優先業務の調整、実施判断 ９．職員健康管理体制の確立     

10.非常時優先業務調整、実施判断

避難所の利用者・退出者の増減・ニーズの顕在化

（概ね災害発生後７２時間以内） （避難所対策が中心の時期）

災害モードへの切り替え
● 各フェーズで対応ができなかった事項については引き続き次フェーズで実施する

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２

初動体制の確立
緊急対策

－生命・安全の確保－

応急対策

－生活の安定－

（概ね災害発生後24時間以内）

◎避難行動要支援者の避難
◎サービスの低下（施設・従
事者）

保健医療福祉

活動チーム等

◎サービスの低下（水・従事
者・各種解決手段）

保健

福祉

地域の概況 人的被害・建物倒壊・水道や交通等インフラの不全 余震・被害の全容把握・避難者の増加・生活用品の不足

◎DMATの交代・他の医療チームの派遣

◎市町村災害対策本部の立ち上げ・ミーティング開始

○統括保健師の配置

・保健活動体制（保健師等人員確保、調整）

・管轄保健所と情報共有及び連携

・災害保健活動の総括

・昼間は仕事や家の片付等で避難所は人が少ないためニーズの把

 握が難しい。

・家の片付け等による疲労蓄積が増大。

・避難所生活の長期化による脱水、感染症、ADL低下、

・プライバシーが守られにくく、メンタル不調者の増大。

・仮設住宅入居の可否や手続き等が始まり、ストレスを抱え
 る人が多くなる。

・内服等薬剤を持参しなかった慢性疾患患者が多い。

・トイレ、避難所内の不衛生により感染症（インフルエンザ、

 風邪、胃腸炎等）にり患しやすい。

・要医療、要配慮者、アレルギー患者等が多く処遇調整が必要。

・車中泊、テント泊の避難者も多い。

・外傷、火傷、クラッシュ症候群等の傷病者が多い。

・本震、余震等何度も地震が起こることがある。

・夜間の場合は被害状況が把握が難しい。

・避難所に行かず、自宅の玄関前、車庫等の外に一

・ライフラインの不通、道路寸断等により職員の登庁が

 限られる。

◎市町村災害対策本部の運営

○統括保健師の配置

・保健活動体制（保健師等人員確保、調整）

・管轄保健所と情報共有及び連携

・災害保健活動の総括

◎市町村災害対策本部の設置・運営

○統括保健師の配置

・保健活動体制（保健師等人員確保、調整）

・管轄保健所と情報共有及び連携

・災害保健活動の総括

１．情報収集、分析・企画立案、実施、計画の見直し

２．保健医療福祉活動チームとの連携、終了時期の検討

３．職員の健康相談、応援者等の健康管理

４．保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、

　　要配慮者対策）

３．保健活動体制の庁内調整、体制づくり

１．情報収集、分析・企画立案と災害保健活動方針の決定

　①被災状況等の情報収集

　②保健医療福祉活動チームの派遣要請

２．保健医療福祉活動チームの受援準備、保健所との調整

（保健所と連携）

３．職員の健康管理体制の確立

（早期から休養確保できる体制づくり）

１．施設設備の安全確保と執務体制の起動

２．情報収集、分析・企画立案

①被災状況の把握（医療機関、救護所、避難所等）

②被災市町村の活動状況の把握

③医療救護体制の把握

④災害保健活動方針の検討と初動活動体制の確立

４．保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、

　　避難行動要支援者対策）

③救護所の設置

４．保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、

　　避難行動要支援者対策）

①避難所の巡回

②避難行動要支援者の安否確認

５．保健医療福祉活動チームの要請検討、判断

６．保健医療福祉活動チームの受援準備

７．通常業務の調整、実施判断

８．非常時優先業務の調整、実施判断

５．通常業務再開に向けての調整

５．非常時優先業務の調整

１．情報収集、分析・企画立案と支援方針の決定 １．情報収集、分析・企画立案、実施

（市町村災害保健活動計画に基づき支援）

◎地域災害医療対策会議の開催

○統括的な役割の保健師の配置

・管轄市町村と情報共有及び連携、支援

・災害保健活動の総括

１．施設設備の安全確保と執務体制の起動

◎地域災害医療対策会議の設置、開催

○統括的な役割の保健師の配置

・保健活動体制（保健師等人員確保、調整）

・管轄市町村と情報共有及び連携

・災害保健活動の総括

◎地域災害医療対策会議の開催

○統括的な役割の保健師の配置

・管轄市町村と情報共有及び連携、支援

・保健活動体制（保健師等人員確保）

・災害保健活動の総括

２．市町村へのリエゾン派遣、終了検討

　①情報収集、課題分析

　②市町村に派遣したリエゾンによる統括保健師支援

２．府内職員による保健所支援体制の構築

３．保健医療福祉活動チームの受援、調整、オリエンテーション

４．地域災害医療コーディネーターとの連携

①管内の被災状況の把握（医療機関・救護所・避難所等）

　②医療機関情報の入力（EMIS）

　③被災市町村の活動状況の把握

　④市町村へのリエゾン派遣

２．情報収集、分析・企画立案

６．保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、

・救護ｾﾝﾀｰの設置、医療救護班の派遣要請

３．保健所支援の人的確保

４．保健医療福祉活動チームの受援体制の準備

５．地域災害医療コーディネーターとの連携

３．府内職員による保健所支援体制の実施

４．保健医療福祉活動チームの受援、連絡調整、終了時期
の検討

５．地域災害医療コーディネート機能の見極め

６．職員の健康相談、応援者等の健康管理

５．職員の健康管理体制の確立

４．保健医療福祉活動チームの受援、調整、見直し、終了時期

の検討

３．被災地域における府内職員の受援体制の調整、終了時期の検討

医療

対
策

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

当
該
保
健
所

府/政令市
主管課

◎保健医療福祉活動チーム
の配置・調整・会議開催

課題となる
事項  時避難する者がいる。 ・自宅避難者の状況が不明、情報が行き届かない。  便秘、深部静脈血栓症（DVT）、不眠等が出現。

被
災
市
町
村

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

対
策

ニ
ー

ズ

７．保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、

　　生活環境衛生対策）

８．保健所業務の再開に向けた検討

７．保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、

８．医療機器装着難病患者等要配慮者の安否確認

９．通常業務の調整、実施判断

１０．非常時優先業務の調整、実施判断
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フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５－１ フェーズ５－２
応急対策 復旧・復興対策期 復興支援期・前期 復興支援期・後期

－生活の安定－ －人生の再建・地域の再建－ -復興住宅に移行するまで- －新たなまちづくり－

（避難所から概ね仮設住宅入居までの期間） （コミュニティの再構築と地域との融合）

避難者の移動・コミュニティの崩壊・格差の顕在化

◎メンタルヘルス

◎孤立 ◎ソーシャルキャピタルの醸成

・保健師等チーム

・こころのケアチーム

・避難所閉鎖に伴い、避難所が集約され移動

 を余儀なくされる。

・生活基盤が確保できる人、できない人の

 格差が表出。  がみられる。

・概ね保健師等チームの終了時期となる。

◎市町村災害対策本部の運営

○統括保健師の配置 ○統括保健師の配置

　　・保健活動体制（保健師等人員確保、調整） 　　・災害保健活動の総括

　　・管轄保健所と情報共有及び連携 　　・管轄保健所と情報共有及び連携

　　・災害保健活動の総括 １．情報収集、分析・企画立案、計画の見直し

　　①自立生活支援に向けた中長期保健活動計画

１．情報収集、分析・企画立案、計画の見直し 　　②長期化する被災者の生活再建、復興住宅の建設を促進

　　③住居移動に伴う新たな健康問題への支援

　　④地域の自治組織、ボランティア、関係機関と連携した地域づくり支援

２．保健医療活動チームの終了、業務移行 　　⑤二次的健康被害の悪化予防

　　⑥定期的な健康調査の実施(特にこころのケアを中心としたアプローチ）

３．職員の健康相談、応援者等の健康管理 ２．職員の健康管理、健康相談

３．被災地職員の雇用

４．地元自治体の支援体制の再構築

５．通常業務再開に向けての調整、再開 ５．通常業務の再開

６．ソーシャルキャピタルの醸成

◎地域災害医療対策会議の開催
○統括的な役割の保健師の配置

◎復興支援本部の設置

　　・管轄市町村と情報共有及び連携、支援

　　・災害保健活動の総括

１．情報収集、分析・企画立案、実施

　（市町村災害保健活動計画に基づき支援）

２．市町村へのリエゾン派遣終了

３．府内職員による保健所支援体制の実施、終
了検討

４．保健医療活動チームの終了、業務移行

５．職員の健康相談、応援者・市町村職員の健
康管理

６．保健医療対策の実施（医療対策、保健予防
対策、生活環境衛生対策）

７．保健所業務の再開

◎復興支援本部の設置

○統括保健師の配置 

１．情報収集、分析・企画立案

２．本庁各課・保健所との情報共有

３．被災地域における府内職員の受援体制の終了

４．保健医療活動チームの終了

５．職員の健康管理、健康相談

６．生活再建に必要な新たな活動のため、施策化・予算措置

７．調査・研究等への積極的な支援

８．被災地における保健医療福祉活動のまとめと検証

９．災害に関連した会議、研修会の開催

10．被災地職員の雇用促進、国への要望　　　　11．復興部署を担う関係機関との連携

○統括的な役割の保健師の配置

　　・管轄市町村と情報共有及び連携、支援

　　・災害保健活動の総括

１．情報収集、分析・企画立案、実施

・仮設住宅での生活の不便さ（風呂、トイレ等）により生活範囲が狭まる。

・馴染みのない地域での生活により閉じこもりになりやすい。

・生活環境の変化により、適応障害、アルコール依存症の出現、孤立や不安、特に高齢者の認知症の出現・悪化

・避難生活の長期化による高血圧等生活習慣病の悪化がみられてくる。

◎復興支援本部の設置

　＊市町村災害保健活動計画に基づき支援

２．保健活動のまとめと評価

３．職員（保健所、市町村職員）の健康管理

４．通常業務の再開

５．災害に関連した研修会等の開催

（仮設住宅対策や新しいコミュニティ
づくりが中心の時期）

◎地域医療への移行

・新たなコミュニティの構築に向けた取り組みが必要。

◎要介護者等新規対象者の増加

復興・復旧対策の実施

◎コミュニティ再生

・保健師等の中長期派遣
・保健師等の新たな雇用

地域の概況

ニ
ー

ズ

医療

保健

福祉

４．保健医療対策の実施（医療対策、保健予防
対策、要配慮者対策）

県/政令市
主管課

保健医療福祉
活動チーム等

課題となる
事項

被
災
市
町
村

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

対
策

当
該
保
健
所

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

対
策
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表５ 各期における保健活動の概要（風水害・噴火災害編） 

 

 

◎傷病者の急増 ◎医療機能の低下 ◎DMATの交代・他の医療チームの派遣

◎救命救急 （治療、病床数、従事者、医薬品） ◎救護所の設置・運営 ◎医療機能の低下

◎搬送

◎避難所の設置・運営 ◎従事者の帰宅困難 ◎生活環境の悪化 ◎サービスの低下 ◎感染症の流行 ◎サービスの低下

◎低体温症 （水・従事者・各種解決手段） ◎熱中症　　◎歯科・口腔衛生

◎メンタルヘルス

◎避難行動要支援者の避難 ◎従事者の帰宅困難 ◎孤立者の安全確保 ◎サービスの低下（施設・従事者） ◎福祉避難所の設置 ◎サービスの低下

・DMAT（医療への被害程度によっては派遣無） ・DHEAT ・JMAT

・日本赤十字社 ・DPAT ・その他の医療チーム

・水が引かないと全体の被害状況が把握しにくい。

・自主避難も含め様々な避難所に避難者が集まってくる。 ・浸水地域の拡大に伴い、避難所が孤立することがある。 ・内服等薬剤を持参しなかった慢性疾患患者が多い。

・要配慮者の中には、避難することにためらう者、避難所に ・避難所に行けず、自宅２階や高台に避難する人もいる。 ・トイレ、避難所内の不衛生により感染症

行けない者等がいる。 ・外傷、火傷、低体温、クラッシュ症候群等の傷病者が多い。 （インフルエンザ、風邪、胃腸炎等）に罹患しやすい。

・大きな雨風の音により、無線等による情報伝達が阻害され ・夜間の場合は被害状況が把握が難しい。 ・要医療、要配慮者、アレルギー患者等が多く処遇調整が必要。

避難行動しない者もいる。 ・ライフラインの不通、道路寸断等により職員の登庁が限られる。 ・自宅避難者の状況が不明、情報が行き届かない。

・車中泊、テント泊の避難者も多い。

◎市町村本部の立ち上げ・ミーティングの開始 ◎市町村本部の配置・運営

〇統括保健師の配置 〇統括保健師の配置

　　・保健活動体制（保健師等人員確保、調整） 　・保健活動体制（保健師等人員確保、調整）

　　・管轄保健所と情報共有及び連携 　・管轄保健所と情報共有及び連携

　　・災害保健活動の統括 　・災害保健活動の総括

１、施設設備の安全確保と執務体制の起動 １、情報収集、分析・企画立案と災害保健活動の方針の決定

２、情報収集、分析・企画立案 　①被災状況等の情報収集

　①被災状況の把握（医療機関、救護所、避難所等） 　②気象情報等の収集と被害予測

　②被災市町村の活動状況の把握 　③保健医療福祉活動チームの派遣要請

　③医療救護体制の把握 ２、保健医療福祉活動チームの受援準備、調整

　④気象情報等の収集と被害予測 　　（保健所と連携）

　⑤災害保健活動の方針の検討と初動活動体制の確立 ３、職員の健康管理体制の確立

３、保健活動体制の庁内調整、体制づくり 　　（早期から休養確保できる体制づくり）

４、保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、要配慮者対策） ４，保健医療対策の実施

　①避難所の巡回 　　（医療対策、保健予防対策、要配慮者対策）

　②避難行動要支援者の安否確認 　③救護所の設置

５、保健医療福祉活動チームの要請検討、判断

６、保健医療福祉活動チームの受援準備

７、通常業務の調整、実施判断

８、非常時優先業務の調整、実施判断 ５、非常時優先業務の調整

◎地域災害医療対策会議の設置、開催 ◎地域災害医療対策会議の開催

〇統括的な役割の保健師の配置 〇統括的な役割の保健師の配置

　　・保健活動体制（保健師等人員確保） 　・管轄市町村と情報共有及び連携、支援

　　・管轄市町村と情報共有及び連携 　・保健活動体制（保健師等人員確保）

　　・災害保健活動の総括 　・災害保健活動の総括

１、施設設備の安全確保と執務体制の起動

２、情報収集、分析・企画立案 １、情報収集、分析・企画立案と支援方針の決定

　①管内の被災状況の把握（医療機関、救護所、避難所等）

　②被災市町村の活動状況の把握 　①被災市町村にリエゾン保健師派遣、統括保健師支援

　③医療救護体制の把握、EMISの確認・入力 　②情報収集・課題分析

　④市町村へのリエゾン派遣

３、保健所支援の人的確保 ２、府内職員による保健所支援体制の構築

４、保健医療福祉活動チームの受援体制の準備 ３、保健医療福祉活動チームの受援、調整、オリエンテーション

５、地域災害医療コーディネーターとの連携 ４、地域災害医療コーディネーターとの連携

６、職員の健康管理体制の確立 ５、職員の健康管理体制の確立

７、保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、生活環境衛生対策）

６、保健医療対策の実施

８、医療機器装着難病患者等の要配慮者の安否確認 （医療対策、保健予防対策、生活環境衛生対策）

９、通常業務の調整、実施判断

１０、非常時優先業務の調整、実施判断 　・救護センターの設置、医療救護班の派遣要請

　・管内市町村と情報共有・連携

◎保健医療調整本部の立ち上げ・地域防災会議の設置 ◎保健医療調整本部の設置・地域防災会議の実施

〇統括保健師の配置 〇統括保健師の配置

１、施設設備の安全確保と執務体制の起動 １、施設設置の安全確保と執務体制の起動

２、情報収集、分析・企画立案 ２、情報収集、分析・企画立案

３、本庁各課・保健所との連絡、情報共有 ３、本庁各課・保健所との連絡、情報共有

４、被災地域における府内職員の受援体制の構築、調整 ４、被災地域における府内職員の受援体制の構築、調整

５、保健医療福祉活動支援チームの受援体制の準備 ５、府内職員による本庁支援体制の構築

６、災害医療コーディネーターとの連携 ６、保健医療福祉活動支援チームの受援、調整

７、国等への連絡調整 ７、災害医療コーディネーターとの連携

８、職員健康管理体制の確立 ８、国等への連絡調整

９、非常時優先業務の調整、実施判断 ９、職員健康管理体制の確立

１０、非常時優先業務の調整、実施判断

対
策

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

地域の概況

ニ
ー

ズ
保健

福祉

府/政令市
主管課

フェーズ０ フェーズ１

初動体制の確立
緊急対策

－生命・安全の確保－

（概ね災害発生後24時間以内） （概ね災害発生後７２時間以内）

災害モードへの切り替え

保健医療
福祉活動
チーム等

課題となる
事項

被
災
市
町
村

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

対
策

当
該
保
健
所

〇統括保健師の配置

避難勧告等発令時

準備体制の確立

要援護者の避難・停電・雨音による情報伝達困難

避難準備・高齢者等避難開始、

（避難情報発令）

◎市町村準備本部の設置

避難勧告、避難指示、（緊急）

　・福祉避難所設置可能場所の確認

４、避難所支援の準備、避難者への健康管理

１、被災情報の収集・避難情報発令の把握

２、気象情報等の収集と被害予測

３、保健活動体制の準備

　・ハザードマップの確認等による災害被害の予測

　・起こりうる保健活動の予測

　・保健師の人員体制の調整、指揮命令体制の確認

　・健康相談票等の準備

　・避難所設置可能場所の確認

　・手洗い、防疫薬剤等衛生管理物品の準備

５、避難行動要支援者等支援体制の準備、避難支援

　・避難行動要支援名簿の準備

　・所内保健師活動体制準備

２、気象情報等の収集と被害予測

３、被災地域の災害対応状況把握

６、通常業務の調整準備

◎保健所準備本部の設置

人的被害・孤立者の援助・浸水・電気や交通等インフラの不全 被害の全容把握・生活用品の不足

　・被災市町村支援体制準備

１、被災情報の収集・避難情報発令の把握

２、気象情報等の収集と被害予測

３、市町村の災害対応状況把握

〇統括的な役割の保健師の配置

　・管轄市町村と情報把握に努める

◎保健医療福祉活動
チームの受援

〇各フェーズで対応ができなかった事項については引き続き次フェーズで実施する

 医療

　・地域包括支援センター等関係機関との連携

　・医療機器装着等難病患者のリスト確認

　・起こりうる保健活動の予測

◎準備本部の設置

〇統括保健師の配置

１、被災情報の収集・避難情報発令の把握

３、保健活動体制の準備
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フェーズ４
復旧・復興対策期

フェーズ５－１
復興支援期・前期

フェーズ５－２
復興支援期・後期

－人生の再建・地域の再建－ -復興住宅に移行するまで- －新たなまちづくり－

（仮設住宅対策や新しいコミュ
ニティづくりが中心の時期）

（コミュニティの再構築と地域との融
合）

◎メンタルヘルス

◎孤立 ◎ソーシャルキャピタルの醸成

◎慢性疾患の治療継続

◎福祉避難所の運営  ◎サービス調整

・保健師等チーム ・こころのケアチーム ・保健師等チーム

・JDA-DAT ・JRAT　・JDAT ・こころのケアチーム

の出現・悪化がみられる。

・仮設住宅入居の可否や手続き等が始まり、ストレスを抱える人が多くなる。

２．被災地職員の雇用

３．職員の健康管理、健康相談

４．保健医療対策の実施

（医療対策、保健予防対策、要配慮者対策）

◎地域災害医療対策会議の開催

○統括的な役割の保健師の配置

　・管轄市町村と情報共有及び連携、支援

　・災害保健活動の総括

１．情報収集、分析・企画立案、実施

　（市町村災害保健活動計画に基づき支援）

　①市町村へのリエゾン派遣、終了検討

２．県内職員による保健所支援体制の実施

３、保健医療福祉活動チームの受援、連絡調整、終了時期の検討

４．地域災害医療コーディネート機能の見極め

５．職員の健康相談、応援者・市町村職員の健康管理

（医療対策、保健予防対策、生活環境衛生対策） （医療対策、保健予防対策、生活環境衛生対策）

５．通常業務の再開

◎保健医療調整本部の設置・地域防災会議の実施

○統括保健師の配置

１．情報収集、分析・企画立案

２．本庁各課・保健所との情報共有

３．被災地域における県内職員の受援体制の調整、終了時期の検討

５．職員の健康管理、健康相談

５．国等への連絡調整

６．職員の健康相談の実施

７．全県的な災害関係の会議

８．既決予算の流用等、予算措置

11．復興部署を担う関係機関との連携

４．保健医療福祉活動チームの終了

６．生活再建に必要な新たな活動のため、施策化・予算措置

７．調査・研究等への積極的な支援

８．被災地における保健医療福祉活動のまとめと検証

９．災害に関連した会議。研修会の開催

10．被災地職員の雇用促進、国への要望

◎復興支援本部の設置

○統括保健師の配置

１．情報収集、分析・企画立案

２．本庁各課・保健所との情報共有

３．被災地域における県内職員の受援体制の終了

４，保健医療福祉活動チームの受援、調整、見直し、終了時期の検討

７．保健所業務の再開に向けた検討

５．保健医療対策の実施

６．保健所業務の再開

医療

保健医療
福祉活動
チーム等

課題となる
事項

５．通常業務再開に向けての調整

対
策

被
災
市
町
村

当
該
保
健
所

対
策

府／政令市
主管課

　　・保健活動体制（保健師等人員確保、調整）

　　・管轄保健所と情報共有及び連携

　　・災害保健活動の総括

１．情報収集、分析・企画立案、計画の見直し

　　・保健活動体制（保健師等人員確保、調整）

　　・管轄保健所と情報共有及び連携

６．保健医療対策の実施

３．保健医療福祉活動チームの終了、業務移行

４．職員の健康相談、応援者・市町村職員の健康管理

２．府内職員による保健所支援体制の実施、終了検討

◎地域災害医療対策会議の開催

○統括的な役割の保健師の配置

　　・管轄市町村と情報共有及び連携、支援

　　・災害保健活動の総括

１．情報収集、分析・企画立案、実施

３．災害に関連した研修会等の開催

４．職員（保健所、市町村職員）の健康管理

①自立生活支援に向けた中長期保健活動計画

②長期化する被災者の生活再建、復興住宅の建設を促進

２．保健医療福祉活動チームの終了、業務移行

３．職員の健康相談、応援者等の健康管理

２．保健医療福祉活動チームの受援、調整、終了時期の検討

３．職員の健康相談、応援者等の健康管理

　①市町村へのリエゾン派遣終了

◎復興支援本部の設置

○統括的な役割の保健師の配置

　　・管轄市町村と情報共有及び連携、支援

　　・災害保健活動の総括

２．保健活動のまとめと評価

③住居移動に伴う新たな健康問題への支援

④地域の自治組織、ボランティア、関係機関と連携した地域づくり支援

⑤二次的健康被害の悪化予防

⑥定期的な健康調査の実施(特にこころのケアを中心としたアプローチ)

１．情報収集、分析・企画立案、実施

　＊市町村災害保健活動計画に基づき支援　（市町村災害保健活動計画に基づき支援）

４．地元自治体の支援体制の再構築

５．通常業務の再開

○統括保健師の配置

・家の片付け等による疲労蓄積が増大。

・プライバシーが守られにくく、メンタル不調者の増大。

◎市町村本部の運営

○統括保健師の配置

１．情報収集、分析・企画立案、実施、計画の見直し

　　・災害保健活動の総括

　　・管轄保健所と情報共有及び連携

１．情報収集、分析・企画立案、計画の見直し

・馴染みのない地域での生活により閉じこもりになりやすい。

・生活環境の変化により、適応障害、アルコール依存症の出現、孤立や不安、特に高齢者の認知症

・避難生活の長期化による高血圧等生活習慣病の悪化がみられてくる。

・新たなコミュニティの構築に向けた取り組みが必要

◎復興支援本部の設置

　　・災害保健活動の総括

・避難所生活の長期化による脱水、感染症、ADL低下、便秘、深部静脈血栓
症（DVT）、不眠等が出現。

フェーズ２
応急対策

－生活の安定－

（避難所対策が中心の時期）

フェーズ３
応急対策

－生活の安定－

（避難所から概ね仮設住宅入居までの期間）

避難所の利用者・退出者の増加・ニーズの顕在化 避難者の移動・帰宅困難な避難者

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・避難所閉鎖に伴い、避難所が集約され移動を余儀

なくされる。

・生活基盤が確保できる人、できない人の格差が表出

・概ね保健師等チームの終了時期となる。

地域の概況

ニ
ー

ズ
保健

福祉

◎市町村本部の運営

○統括保健師の配置

４，保健医療対策の実施（医療対策、保健予防対策、要配慮者対策）

５．通常業務再開に向けての調整

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

復興・復旧対策の実施

◎地域医療への移行

　 ◎医療機能の回復

◎巡回診療

・昼間は仕事や家の片付等で避難所は人が少ないためニーズの把握が難しい。 ・仮設住宅での生活の不便さ（風呂、トイレ等）により生活範囲が狭まる。

◎食生活・栄養の偏り　　　　　　　◎保健医療福祉活動チームの

◎生活不活発病　　　　　　　　　　　　配置・調整・会議開催

　

◎保健医療福祉活動
チームの活動終了
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２ 保健予防対策  

（１）二次健康被害予防                

ａ 深部静脈血栓症（DVT）＊  

＊深部静脈血栓症（DVT）は、いわゆるエコノミー・クラス症候群と呼ばれる疾患 

 

ｂ 低体温症 

 

 

 

 

 
チェック項目  症状  

市町村・保健所における 
対策の立案 

看護ケア・保健指導  

深
部
静
脈
血
栓
症 

□車中泊  
□避難所等が狭く寝
返りを打ち難い
（目安：1 人当た
り 3.5 ㎡ 未満）  

□避難所等で硬い床
の上に寝ている
（毛布のみ等）  

□飲料水が不十分
（目安：1 日 1 人
当たり 3L 以下）  

□運動量が十分でな
い状態  

・下肢、膝の
腫脹、違和
感、むくみ、
皮膚表面の
静脈が顕著  

  
・下腿や大腿
の疼痛（主
に片側）下
肢 の 変 色
（立位持に
赤紫色）  

  
・胸痛、呼吸
苦  

 →肺塞栓のお
それ(重症) 

・被災当日から対策の実施
が必要。 

・車中泊をしている人に深
部静脈血栓症の発生の危
険性を伝えるよう、警察・
地域役員等の協力を得て
リーフレットを配布。  

・避難所等が過密な場合
は、別の避難所への移動
等の全体調整を災害対策
本部に依頼。  

・十分な飲料水が配布され
ていない場合は災害対策
本部に報告し、飲料水を
確保。  

・災害支援物資として弾性
靴下の提供を依頼。 

・同じ姿勢を取り続けない、
圧迫する体位を避ける。  

・ゆったりとした服装を促
す。  

・水分を制限せず十分に摂
取する。  

・避難所等で足首を回す運
動などを指導し、定期的に
行えるよう避難所運営者
などと調整する。  

・胸痛や下肢の変色（立位持
に赤紫色）、腫脹、疼痛があ
る場合は早めに医療機関
へつなげる。 

 
チェック項目  症状  

市町村・保健所における 
対策の立案 

看護ケア・保健指導  

 

低
体
温
症 

□風水害や津波で衣
服が濡れたまま、
着替えができない  

□避難している場所
が寒冷で暖が取れ
ない  

□高齢者や小児  
□栄養が十分取れな
い  

□疲労している  
□飲料水が不十分 
（目安：1 日 1 人
当たり 3L 以下）  

□糖尿病や脳梗塞な
ど神経系の疾患が
ある  

□怪我をしている  

・体内温度が
35 ℃ 以 下
（一般の体
温計で計測
不能な状態）  

  
・震え、手足の
冷え  

  
・見当識障害、
ふらつき、体
が温まらな
いのに震え
が止まる  

（悪化のサイ
ン） 
→重症  

・屋外待避や救助を待つ場
合、避難所や救護所で十
分な暖房がなく寒冷環境
にいる人々に対し、関係
職員が低体温症の適切な
対応ができるよう災害対
策本部会議等を通じて周
知する。  

・保温・加温のための着替
えや毛布、敷物、ビニー
ル素材、暖房器具など必
要な資材を災害対策本部
に依頼する。  

・飲料水やカロリー補給が
不足する場合は、災害対
策本部に報告し、十分な
ペットボトル水や給水を
確保する。  

・低体温症は個人差がある
ため、体温測定のみに頼ら
ず「震えがあるか」「意識が
しっかりしているか」を常
時確認する。 

・震えが始まったら、①冷気
からの隔離、②カロリーと
水分の補給、③保温・加湿
（帽子やマフラーや毛布
に包まる等）を行う。 

・悪化のサイン（呼吸・意識･
見当識障害やふらつき）が
あったら、①医療機関へ搬
送、②不整脈が起こらない
ようゆっくり臥床させる、
③ペットボトルに湯を入
れた簡易湯たんぽ等で脇
の下・股の付け根・首の回
りを加温、④むせないよう
なら、カロリーのある飲み
物を飲ませる。 
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ｃ 熱中症 

  
チェック項目  症状  

市町村・保健所における 
対策の立案 

看護ケア・保健指導  

 

熱
中
症 

□気温が高い  
□風が弱い  
□湿度が高い  
□急に熱くなった  
□避難所の不適な 
 環境（※WBGT 値 
 も参考） 
□高齢者や乳幼児  
□下痢や発熱の有症
状者、心臓病や高
血圧症の有病者、
抗うつ剤や睡眠薬
などの服用者、以
前熱中症に罹患し
た者か  

  
  
※WBGT 値  
気温、温度、輻射（放
射）熱から算出され
る暑さの指数環境省
ホームページ 
（熱中症予防サイ
ト）に、観測地と予
測値の掲載有  
 

・めまい、立ち
くらみ、手足
のしびれ筋肉
のこむら返
り、気分不良  

・頭痛、吐き気、
倦怠感、虚脱
感､いつもと
様子が違う  

・乳幼児の場合
は、唇の乾き、
オムツの状態
（尿の回数減
少）に注意  

・返事がおかし
い、意識消
失、けいれ
ん、体が熱い  
 → 重症  

 
 

・避難所等の室内環境を
確認し、扇風機、エアコ
ン等の設置等を対策本
部へ依頼し環境整備を
図る。  

・被災者に対し、熱中症
の危険性や予防、症状、
対応等について、避難
所でのリーフレットの
配布や SNS の活用な
どで広く周知する。  

・十分な飲料水、塩分、経
口補水液などの確保を
災害対策本部に依頼す
る。  

 

【予防】  
①水分補給  
・高齢者や子ども、持病のある
人に注意する。  

・のどが渇いていなくても水
分・塩分補給を促す。 

（目安：水や麦茶 1L あたり梅
干１～２個分の塩分）  

②暑さを避ける  
・扇風機やエアコンの活用  
・日陰の利用、帽子や日傘の着
用。日中の外出を控える。  

③体の蓄熱を避ける  
・通気性の良い、吸湿性・速乾
性の衣服を着用する。  

・保冷剤、氷、冷たいタオル、
水浴等で体を冷やす。  

＊屋外作業時：作業前に
500ml 以上の水分補給を促
し、作業中も 30 分毎の休
憩、1 時間当たり 500～
1000ml の水分補給を勧め
る。十分な休養と朝食をと
り、体調が優れない時は屋
外作業を見合せる。  

【熱中症が疑われる者への 
 対応】  
・涼しい場所へ避難させ、衣服
をゆるめ体を冷やし、医療
機関受診を促す。  

・自分で水が飲めない、意識が
ない場合はすぐに救急車を
呼ぶ。  

 

ｄ 一酸化炭素中毒  

  
チェック項目  症状  

市町村・保健所における 
対策の立案 

看護ケア・保健指導  

一
酸
化
炭
素
中
毒 

□密閉した室内で 
暖房器具の使用
をしている  

□狭い室内（車内）
で、燃料を燃や
す器具（発電機、
灯油、練炭）を使
用している  

□屋外でも開いた
窓やドア、換気
口の近くで燃料
を燃やす器具を
使用している  

□窓、換気装備が不
十分  

・初期症状：頭
痛、吐き気、気
分不快感、め
まい、判断力
低下、手足の
しびれ 

・意識障害、視
覚障害、こん
睡状態 

 →重症  

・一酸化炭素は無味無臭で
あり、低濃度で重症化す
る危険があるため、車中
泊や自宅、車庫などに避
難している者に対し、灯
油やガソリン、練炭等を
使用した暖房器具の使用
について、関係職員が一
酸化炭素中毒予防の適切
な対応がとれるよう災害
対策本部会議等を通じて
周知する。  

・車中泊では、他の車から
出た排気ガスが入り込み
一酸化炭素中毒を起こす
危険もあるので、車間距
離を十分にとって停車す
るよう計画する。  

・狭い場所での灯油やガソリ
ン、練炭等を使用した器具
の使用について、使用場所、
換気に充分注意喚起する。  
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ｅ 粉じん  

  
チェック項目  症状  

市町村・保健所における 
対策の立案 

看護ケア・保健指導  

粉
じ
ん 

□水害、地震によ
る建物被害、津
波など粉じんが
発生しやすい災
害である  

□土足禁止が徹底
できていない  

□入浴や洗濯がで
きていない  

□倒壊した家屋の
片付けや掃除な
ど、粉じんが舞
う環境でマスク
なしまたは簡易
なマスクで作業
している  

□作業後、咳、痰、
息切れが続いて
いる  

  

・初期は自覚症
状がない 

・咳、痰、息切
れ 進行する
と呼吸困難､
動悸､心臓の
状態の悪化
（肺性心）  

  → 重症  

・「じん肺」を根治する方法
はないため、予防処置が
非常に重要である。  

・家屋の片付け等で粉じん
対策が必要な場合には、
適切な防塵マスクや保護
具を使用できるよう必要
物品を調達する。アスベ
ストを含んだ瓦礫には近
づかない対策をする。  

・家屋の片付けや掃除等で
作業してきた避難者が生
活空間へ粉じんを持ち込
まないように、着替えは
居住区域外で行い、使用
した作業着は持ち込まな
い対策を立てる。  

①粉じんの発生を抑える  
・作業前に水を散布し、粉
状のものは水で濡らす 

②粉じんの除去  
・廃棄装置、除じん装置が
あれば使用  

③室内作業時は十分に換
気する  

④粉じんの吸入を防ぐ   
・マスクは正しく着用す 
 る。  
・使い捨て式防じんマスク
や N95 マスクなどの使
用。入手できない場合や
粉じんに長くばく露さ
れないなら、花粉防止マ
スクの活用も可。  

・粉じんが付着しにくい服
装を勧める。  

（毛の織物や装飾の多い服
は避ける）  

・作業後は十分にうがいを
する 。 

・避難所など生活空間に粉
じんを持ち込まないよ
う、土足厳禁を徹底す
る。  

  

ｆ 便秘 

 

 

 

 
チェック項目  症状  

市町村・保健所における 
対策の立案 

看護ケア・保健指導  

便
秘 

□トイレの設置状
況（数不足、女性
や高齢者・障害者
等が使いにくい） 

□排尿・排便を我慢  
□食事内容の偏り、
摂取量が少ない  

□水分補給不足、水
分制限  

□不規則的な生活  
□活動量の低下  
（運動不足）  

□睡眠の不足  
 

・便が出ない  
・お腹が張って
苦しい 

・食欲の低下  
  

・十分なトイレ数の確保と
高齢者や障害者、妊産婦、
子ども等が使いやすいト
イレ環境の整備を対策本
部へ提案する。（女性用は
男性用の倍以上が必要・
照明や安全確保も重要）  

・水分や野菜等食物繊維の
摂取が低下しないよう、
避難所で提供する水分や
食事について対策本部へ
提案する。  

・便秘の対処法や便秘薬 
の処方について相談でき
る体制を整備する。  

・便秘の対応について啓発
リーフレットの配布や
SNS 等を活用して周知
する。  

・規則正しい生活を促し、
便意を我慢しない自然な
排便リズムをつくる。  

・ウォーキングや体操、ス
トレッチなどを実施し、
運動不足にならないよう
にする。  

・水分を十分摂取する。  
・食物繊維が不足しないよ
う野菜の摂取に努める。  

・お腹が張って苦しく、数
日間便が出ない場合は医
療機関受診を勧める。  
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ｇ 慢性疾患    ※症状は省略  

  
チェック項目  

市町村・保健所における 
対策の立案 

看護ケア・保健指導  

 

慢
性
疾
患 

□糖尿病（インスリ
ンを使用）  

□慢性腎不全・人工
透析中  

□高血圧、喘息、て
んかん、統合失調
症、難病など治療
中  

□結核で服薬中 
□HIV 感染症で服薬 
 中 
□処方薬がない、ま
たは残薬が少ない 

□医療機関を受診す
ることができない
状態  

□食事の偏り、栄養
不十分  

□睡眠が十分に取れ
ていない  

□疲労している  

・被災地の医療機関の診療状況把握と
周知  

・人工透析の必要者やインスリン治療
中の糖尿病患者が早急に医療機関
を受診できる体制を医師会等と連
携し整備する。  

・備蓄薬、流通備蓄による薬の調達、
薬局・薬剤師会との調整。  

・避難所の巡回診療や救護所開設を行
い、避難者が診療や投薬を受けられ
る体制を整備する。  

・栄養が不十分であったり偏ったりす
ると慢性疾患の悪化につながるの
で、避難所での食事内容について対
策本部へ提案する。  

・十分な睡眠や休息がとれ、快適に避
難所生活が送れるような居住環境
整備について対策本部へ提案する。  

・被災者の健康状態をチェックし、慢
性疾患を悪化させない方法を学ぶ
機会や相談できる機会をつくる。  

・インスリンを必要とする糖尿
病患者や人工透析を必要とす
る慢性腎不全に医療機関受診
を促す。  

・高血圧、喘息、てんかん、統
合失調症、難病、結核、HIV 感
染症等の慢性疾患・要継続治
療患者の治療を中断しないよ
う、医師・保健師・看護師等へ
の相談を促す。  

・受診が困難な状況である場合
は医療につなげるよう調整が
必要である。  

・処方薬の内服や栄養管理が継
続しているか確認し必要な治
療が継続できるよう、被災地
の医療の現状に合わせて、か
かりつけ医や関係機関と連携
して助言指導を行う。  

・本人が自分の治療状況を伝え
ることができない場合は、家
族や介護者と離れることも想
定し、処方薬と栄養管理の内
容が書かれたメモを手渡すな
ど具体的な支援を行う。  

 

ｈ 生活不活発病  

  
チェック項目  症状  

市町村保・保健所における 
対策の立案 

看護ケア・保健指導  

生
活
不
活
発
病 

□後期高齢者が
多い  

□布団が敷き放し  
□日中に体を動
かす機会が少な
い 

□災害前と現在
の体を動かすこ
との変化、動作
の緩慢さ  

□心身の疲労（睡
眠や休息の状
態） 

□自身の役割や
社会参加の機
会がない  

□意欲の低下が
ある（不安や心
配）  

・心身の疲労の蓄積や
生活の不活発な状
態等による全身の
あらゆる心身機能
の低下、特に高齢者
は筋力低下、関節の
硬化により徐々に
動けなくなる。  

・気分が沈み、うつ状
態や知的活動の低下
などをきたす。  

・避難者が自ら役割を持って
生活できる運営体制を避難
所運営者や対策本部に提案
する。  

・高齢者が一人で動けるよう、
避難所の生活環境整備を避
難所運営者や対策本部に提
案する。  

・避難所や応急仮設住宅を巡
回して、医師･保健師･看護師
等によるハイリスク者のチ
ェックや相談体制を整備す
る。  

・避難所や応急仮設住宅等で、
社会参加ができる機会を創
設（サロンやカフェ、体操や
健康教室等）。 

・生活不活発病の啓発を、リー
フレット配布や SNS 等を活
用して実施。  

・日常生活で役割
を持つこと、身
の回りのことは
自分で行う、周
りの人と話をす
ることを促し、
体操などの運動
を勧める。  

・散歩やスポーツ
や趣味の活動な
ど楽しみを持ち
サロンやカフェ
など人と触れ合
う機会への参加
を促す。  

・杖や福祉用具な
どを活用して、
居室内を安全に
一人で動ける環
境を整える。  
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（２）感染症対策 

  ・災害時、避難所などでは多くの人と同じ空間で接する機会が増えること、手洗いや

うがいといった基本的な感染症予防行動が阻害されること、食生活の乱れやストレ

スによって免疫力そのものが低下することから、感染症の発症のリスクが高まる。  

・特に発災直前の感染症サーベイランス情報によって発症が確認されている感染症に

ついては、発災当初から予防的手段を講じるべきである。  

 

【感染症対策のチェック項目】  

感染症が拡
大する共通
リスク 

□避難者が過密である  
□換気が不十分である  
□十分な手洗いができない  
□うがいができない  
□ドアノブ等共有する場所がある 

 □生活用水が不足している  
 □流水で手洗いできない 
 □清掃できない  
 □土足である  
 □ペットが避難所内に同居している  

インフルエン
ザ  

□室温が低い （20～25 度推奨） 
□乾燥している （適切な湿度は 50～60％） 
□咳や発熱（37.5 度以上）の有症状者がいる  
□直前の感染症サーベイランス情報によるとインフルエンザが流行している  
□近隣避難所等でインフルエンザが発生した  
□ワクチン接種率が低い  

感染性胃腸炎  □トイレが不衛生な状況である  
□避難所内で下痢・嘔吐の有症状者がいる  
□直前の感染症サーベイランス情報によると感染性胃腸炎が流行している  

破傷風  □気温が高く湿気が多い  
□受傷している又は津波や水害に巻き込まれた（傷口に土、砂、糞便などが
触れた）  

□創の深さが１cm 以上ある  
□適切な創傷治療を受けられず 6 時間以上が経過している  
□感染(怪我をした日)の３～21 日後、開口障害、嚥下障害、構音障害等の
症状がある  

□破傷風トキソイドワクチン接種率が低い  

結核  □咳が 2 週間以上続いているが、鼻水やのどの痛みはない  
□痰、胸痛、倦怠感、微熱、寝汗、息苦しさ、食欲不振、体重減少がある  
□結核治療中で内服している  
□高齢者・結核の既往・糖尿病・免疫抑制剤投与者・低栄養状態・胃切除後
等はリスクが高い  

□最近は結核検診を受けていない  
□検診で要精密検査の指示を受けていたが受診していない  
□被災地域の結核罹患率が全国より高い  
□BCG 未接種の乳幼児がいる  

新型コロナウ
イルス感染症 

□咳や発熱（37.5 度以上）の有症状者がいる  
□直前の感染症サーベイランス情報によると新型コロナウイルス感染症が流
行している  

□近隣避難所等で新型コロナウイルス感染症が発生した  
□ワクチン接種率が低い 
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【市町村（保健衛生担当部署）・保健所（調整支部）における対策】  

 ａ 共通事項 

  ・定期的に避難所室内を換気できるよう、避難所管理者などと調整する。  

・手指消毒薬の設置を災害対策本部に要請する。  

・感染者が一時的に休養できる部屋を確保する。ただし、隔離されるといった感情を

本人や周囲の人が持つと、回復しても戻れないなどの事態も招く可能性があり、慎

重な説明が必要である。  

・発生動向を踏まえ、予防啓発用の媒体を用いて、住民に広報・周知する。  

・管内医療機関、保健医療福祉活動チームへの情報提供を行う。  

・イベントベースサーベイランス（普段と異なる現場の気づき）の徹底を避難所管理

者、保健医療福祉活動チーム等へ指示する。 

 ｂ インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 

・加湿器、マスクなどを災害対策本部に要請する。  

 ｃ 感染性胃腸炎  

・吐物処理に必要な物品を災害対策本部に要請する。  

・吐物や下痢で汚染された衣服はビニール袋で密閉し、必要な衣服等を災害対策本部

に要請する。 

 ｄ 破傷風 

・破傷風発症予防について、ポスター、チラシ、防災無線などを使い住民や、瓦礫処理

を行うボランティアを含む作業従事者に周知する。特に瓦礫の撤去や復旧作業に従

事する場合は、可能な限り事前の破傷風トキソイドワクチン接種を推奨する。  

・破傷風トキソイドワクチン接種が可能な医療機関の情報を収集する。  

 ｅ 結核 

・結核治療中の人、治療を中断して治療薬を飲まずにいる人の情報を入手する。  

・結核が強く疑われるが確定診断がつくまで数日かかる場合や、診断がついても移送

入院まで日数を要する場合には、他人と空気を直接に共有しない個室に移す。  

・結核と診断したら医師は管轄する保健所へ発生届けを出す必要があり、保健所は感

染症法に基づく疫学調査、接触者健診を実施するため、それらの調査等の協力を対

象者へ求める。  

・患者はマスク、対応者はＮ95 マスクを着用する。 

・胸部ＸＰ検査や喀痰検査等で呼吸器科への受診勧奨をした対象者が受診に至ったか

の確認体制を構築する（応援職員を含む職員間の確実な引継ぎ）。  

・必要に応じて患者が生活していた避難所住民に対する集団指導等を保健所へ依頼す

る。  

【保健指導】 

 ａ 共通事項  

・流水が得られない場合の手指消毒薬の設置、正しい手洗い方法の指導を行う。  

・避難所等における咳や発熱（37.5 度以上）の有症状者数などの経時的変化を観察す

るよう指導する。  

・避難所等における下痢や嘔吐等の有症状者数などの経時的変化を観察するよう指導

する。  
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ｂ インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症   

・咳がある場合のマスク着用、咳エチケットの指導を行う。  

・マスクの配布及び正しい装着・使用方法の指導を行う。  

ｃ 感染性胃腸炎   

・正しい吐物処理及び下痢便処理の方法を指導する（マスク、手袋を着用し新聞紙等

で拭き取り、次亜塩素酸など塩素系消毒薬で消毒する）。  

・吐物処理セットや消毒薬を避難所運営者等へ配布する。  

・調理従事者、炊き出し、ボランティアに対する指導を行う。（加熱調理、手指衛生、

健康管理など）  

・周囲の環境（トイレ周り・ドアノブ等）を次亜塩素酸ナトリウム（500ppm：ハイタ

ー100 倍希釈）で消毒する。 

ｄ  破傷風 

・瓦礫の撤去や復旧作業に従事する場合は、可能な限り事前の破傷風トキソイドワク

チン接種を推奨するとともに受診可能な医療機関の情報提供を行う。  

・適切な創傷手当についての指導を行う。（受傷後はすぐに水で洗い、できる限り異物

を除去する等）  

・毒素が全身に広がると重症化するため、受傷後、10 日程度で開口障害や痙笑など筋

のけいれん、硬直出現時には直ちに医療機関への受診を調整する。 

・受診に際しては、受傷に至った経過や症状等とともに破傷風が疑われることを必ず

受診医療機関に伝える。 

ｅ 結核  

・咳が続く場合、胸部ＸＰ検査や喀痰検査等が実施できる呼吸器科への受診勧奨を行

う。  

・受診した場合、結果報告の必要性について対象者に説明する。  

・喀痰塗抹陽性が判明したら、感染症法に基づき対応する。 
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（３）栄養・食生活支援 

【食生活・栄養指導のチェック項目と症状】  

  チェック項目  症状   

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー 

□食物アレルギーをもつ者がいる  
□提供する食事について、食物ア
レルギーの情報を提供していな
い  

□食物アレルギーに対応した食事
を提供できていない  

・皮膚症状（あかみ、じんましん、腫れ、かゆみ、 
湿疹）  

・粘膜症状（目の充血・腫れ・かゆみ、涙、まぶ
たの腫れ、鼻水・鼻づまり、くしゃみ、口の中
や唇、舌のかゆみ）  

・呼吸器症状 （喉のかゆみ、喉や胸が締めつけ
られる＊声がかすれる＊、息苦しい＊、咳＊、
唇や爪が青白い＊）  

・消化器症状（気持ちが悪い、嘔吐＊、腹痛＊、下
痢、血便）  

・神経症状（頭痛、元気がない、ぐったりしてい
る＊、意識もうろう＊、失禁＊）  

・循環器症状（血圧低下、脈が速い・不規則・触
れにくい＊、手足が冷たい、顔色・唇・爪が青
白い）  

＊…緊急性が高いアレルギー症状   

栄
養
不
足
（
栄
養
障
害
） 

□食事量が不足している  
□食事回数が不足している  
□食事が偏っている（主食中心、
おかずがない、野菜・果物がな
い）  

□摂食・嚥下に問題を抱えている  
□義歯をなくした、又は義歯が合
わない  

  

・体重減少  
・顔面（蒼白、ムーンフェイス、鼻唇の脂漏）：
低たんぱく、ビタミン B2 欠乏、鉄欠乏  

・眼（角膜乾燥、ビトー斑点、角膜軟化症）：ビタ
ミン A 欠乏  

・唇・口（口内炎、口角瘢痕、口角症）：ビタミン
B2 欠乏  

・舌（水腫、鮮紅色舌、亀裂、舌乳頭萎縮）：ビタ
ミン B2 欠乏、ナイアシン欠乏  

・歯肉（海綿状、出血、毛状乳頭の萎縮）：ナイ
アシン欠乏、ビタミン C 欠乏、鉄欠乏  

・皮膚（乾燥、点状出血、ペラグラ、弾力消
失）：低栄養、低たんぱく質、ビタミン A 欠
乏、ナイアシン欠乏、ビタミン C 欠乏  

・爪（匙形爪）：鉄欠乏  
・分泌腺（甲状腺肥大）：ヨウ素欠乏  

 ※詳細については、京都府災害時栄養・食生活支援ガイドラインを参照 

 

【市町村（保健衛生担当部署）・保健所（調整支部）における対策】  

ａ 共通事項  

・避難所に提供される食事をおにぎり、パン等の穀類一品から、魚・肉・野菜・豆など

多様な食品を組み合わせた「弁当スタイル」にできるだけ早期に変更できるよう、管

理栄養士と連携して災害対策本部又は担当課へ働きかける。  

・炊き出し等による温かい食事の提供は、被災者の低下する食欲と心を満たす効果が

ある。管理栄養士と連携して炊き出し要請や実施支援を行う。  

・避難生活の長期化が予測される場合は、バランスのとれた食事の提供が必要となる

ため、管理栄養士と連携し、必要に応じて避難所等で提供される食事調査を実施す

る（エネルギー及び栄養価の算定）。食事調査を実施するに当たっては、被災者の負

担等を考慮し、調査方法を検討する。なお、被災が広域で、食事調査を実施するにた

めの人材が足りない場合は、栄養士会（JDA-DAT）からの協力も視野に入れて対応

する。  
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  ｂ 食物アレルギー 

  ・災害時の集団に対する食事提供では、アレルゲンの完全除去を基本とし、除去食及

び代替食での対応が望ましい。  

・被災直後に避難所で配られる食料は、菓子パンやスナック菓子が中心となりがちで

あり、小麦アレルギーがあると食べられない。自分自身ではアレルゲンとなる食材

を把握していても、配食されるものに入っているかどうかを確認できなかったり、

空腹や「もったいない」との思いから口にしてしまったりすることがあるので、食料

提供者や周囲の者へも注意を呼び掛ける必要がある。 

・避難所等の被災者に食物アレルギーをもつ者がいるのか、確実に把握する。また、把

握の際は、医師の診断に基づくものなのか、保護者等の思い込みや不安等による判

断に基づくものなのかについてもできる限り把握しておく。 

・食物アレルギーをもつ被災者のうち、アナフィラキシーショックをおこす等の重症

者のアドレナリン自己注射薬（エピペン）の保持状況を把握する。 

・提供する食品及び食事の献立に使用されている原材料の情報を提供し、原材料にア

レルギー食品が含まれているのか、本人又は家族が確認、選択できるようにする。 

・食物アレルギーのある被災者への食事提供については、管理栄養士等と連携して、

どのように対応するか、避難所運営責任者を含め対応を検討する。 

・炊き出し又は弁当等の提供において、調理を担当する業者又は団体等に対し、食物

アレルギーへの対応について協議する。調理段階での原因食物の混入や加工食品の

原因食品の確認、配膳ミスを防ぐ方法について指示を行う。 

・支援物資をアレルギー対応食とそれ以外に分類し、置き場所を最初から分けておき、

アレルギー対応食品、アレルギー対応ミルクを一般向けに配布しないよう周知徹底

する。 

【保健指導】  

 ・避難所等で提供される食品又は食事について、食物アレルギーの原因食品が含まれて

いるのか、本人及び家族も確認するよう周知する。 

 ・周りの人が目視でリスクを確認できるよう、避難者自身が食物アレルギーの対象食料

を示したビブス、アレルギーサインプレート等を活用できるようにする。  

 ・加工食品について、特定原材料（８品目）以外の食品で食物アレルギーの原因食品が

ある場合は、本人及び家族に別途、確認するよう勧める。  

 ・除去食を摂取することで、栄養素摂取量が不足する可能性がある場合は、管理栄養士

等に相談し、代替食品を摂取する。  

 ・食物アレルギーについて、相談できる機会をつくる。  

 ・配給や炊き出しのときに「食物アレルギーの人はいませんか」と積極的に声かけをす

る。  

 ・保護者がいない状況で子どもに対し安易に菓子類を与えないよう、周囲の人やボラン

ティアに注意喚起する。  

 

 ｃ 栄養不足（栄養障害） 

  ・各避難所の提供食の調査結果をもとに、エネルギー及び栄養素摂取量の不足がみら

れた場合は、管理栄養士とともに、市町村災害対策本部又は食料供給の担当主管課

と連携し、迅速に物資を要請し、被災者へ提供する。  
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・炊き出し又は弁当による食事提供の場合、献立の改善によりエネルギー及び栄養素

摂取量の適正化が図られると判断した場合は、管理栄養士とともに、市町村災害対

策本部又は担当主管課と連携し、炊き出し又は弁当提供担当者に対し、改善に向け

た助言を行い、適切なエネルギー及び栄養量の食事を提供する。  

・要配慮者が必要とする食物アレルギー対応食や栄養剤、介護食、とろみ剤等の特殊

食品が必要な場合は、日本栄養士会の「特殊栄養食品ステーション」の設置を依頼す

る。  

【保健指導】 

 ・特に摂食・嚥下困難者に対しては、食べやすくする工夫や、食品選択の工夫を伝える。

（例：おにぎり等は湯に入れ温める、パンを牛乳に浸す、汁物を提供する等、水分量を

多くする。梅干し、ふりかけ、のり、漬物などを手配する。エネルギーやたんぱく質の

高い補助食品を利用する。魚や豆類の缶詰などのたんぱく質食品から食べるよう勧め

る）  

・食べにくい方に対しては、水分摂取を進める、食べやすい大きさにする、とろみのあ

る食品、ベビーフードを利用するなどの工夫を伝える。  

・地域の量販店等の復旧状況を踏まえ、必要に応じ、被災住民に対し、適切なエネルギ

ー及び栄養量確保のために補充したい食品の購入等について助言を行う。  

 ｄ 食事制限のある疾患 

  ・食事摂取制限のある疾患については、その内容について、表６を参考に、本人の他

に、かかりつけ医又は医師に確認及び指示を受ける。  

 

表６ 疾患と主な食事制限の内容  

食事制限のある疾患  主な食事制限の内容  

□心疾患、高血圧症  塩分制限  

□腎炎、腎不全（人工透析）  たんぱく質制限  

□ネフローゼ  良質たんぱく質・塩分制限・高エネルギー等  

□高脂血症  脂質制限  

□肝炎、肝硬変症  高たんぱく質・高エネルギー・高ビタミン・塩分制限等 

□糖尿病  摂取エネルギー制限・多様な食品摂取等  

□高尿酸血症（痛風）  プリン体量制限  

□潰瘍性大腸炎、クローン病  低残渣・脂肪制限等  

□フェニールケトン尿症  フェニールアラニン制限・低たんぱく質等  

□ウィルソン病  銅含有量食品の制限  

 

【保健指導】  

・疾患をもつ被災者が自己の身体と疾病に応じた食事療法を継続できるようサポートす

る。避難所のような集団生活にあっては、生活リズムが乱れ過食傾向が散見され、必

要な食事制限が実施されない場合もあるが、本人の疾病改善意欲を高め、自立できる

よう栄養指導を行う。  

・食事制限のある疾患をもつ被災者に対する栄養相談は、頻回に巡回し、食欲、睡眠、疲

労、排便など、食生活状況を確認するとともに、必要な食事療法が実施されているか

を管理栄養士と連携し、確認する。 
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・被災地で配給される食事には塩分の多い物も多く含まれている場合が多いので、高血

圧の方に対しナトリウムの排泄を促進するため水分を十分に摂取するよう指導を行う。  

・被災地にはショ糖の多い食品（菓子パン等）も多く届くため、糖尿病の方に、普段の食

事管理に準じて、ショ糖や果物の摂取量を控えめにする、あるいは、少量をゆっくり

食べるよう勧める。  

・血糖降下剤などを使用する時には、食事の量が減っているので、低血糖に気をつける。

薬の種類や量については、医師に相談する。 
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（４）歯科保健・医療対策 

【歯科保健・医療対策のチェック項目と症状】  

  チェック項目   

歯
科
保
健
・
医
療
対
策 

□口腔衛生や口腔機能の低下に配慮が必要な対象者がいる  

（配慮が必要な者：乳幼児・妊婦・後期高齢者・障害児者・要介護者・糖尿病等の

有病者）  

□飲料水・生活用水・洗口場所が不十分である  

□歯ブラシ・歯みがき剤、コップ、義歯洗浄剤、義歯ケースなど資機材が不足し

ている  

□口腔清掃状況が不十分である  

□歯痛や口内炎を訴える者、食事摂取が不自由な者がいる  

□歯科診療所、巡回歯科チームなどの歯科保健医療体制がない  

 

【市町村（保健衛生担当部署）・保健所（調整支部）における対策】  

 ・避難所・福祉避難所、高齢者障害者施設等の環境整備（水、洗口環境等）を行い、口腔

ケアに必要な医薬品・衛生物品、資機材を調達する。  

 ・避難所・福祉避難所、高齢者障害者施設、保育園、幼稚園、学校等に対する口腔衛生教

育を行い、口腔ケア行動のための普及啓発を行う。  

 ・応急歯科診療、歯科診療医療班（巡回歯科診療含む）の活動との連携を図る。  

 ・口腔機能維持、誤嚥性肺炎のリスクアセスメント、栄養士や言語聴覚士等と協働した

摂食・嚥下機能サポートを行う。 

【保健指導】  

 ・避難所等では、水の使用制限や食生活の変化、劣悪な生活環境等により、体力低下等

でインフルエンザ、風邪等の呼吸器疾患や誤嚥性肺炎、むし歯、歯周病の発生、悪化等

様々な疾患にかかり易くなるため予防及び口腔機能向上を含めた口腔ケア支援を行う。  

 ・時間の経過とともに変化する被災者の状況に伴って起こりうる歯科保健医療福祉等の

ニーズを予測し、被災者の目線に立って支援する（表７、図５）。 
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表７ 歯科保健におけるフェーズ分類と歯科的問題点 

フェ 
ーズ 

時期 
（目安） 

歯科的問題点  住民の声  

０ 
発災～ 

24時間  

・口腔衛生用品不足  ・逃げるのに精一杯で義歯を持ち出せなかった  

・義歯ケースがなくなった  

・逃げる時に転んで顎を打って痛くて食べられない  

・歯を磨きたくても水がない  

・歯を磨くことを忘れていた 等  
１ 

24～ 72

時間以内  

・歯科救護  

・義歯紛失  

・外傷等による歯牙損

傷  

２ 

4日目  

～１箇月  

・口腔衛生状態悪化  

・義歯清掃管理不良  

・口腔機能低下  

・食事形態による食べ

方支援が必要  

・感染予防  

・口腔ケア啓発  

・支援物資に子ども用の歯ブラシが見つからない 

・歯が痛いが診てくれる歯医者がいない  

・歯を磨いていないので歯肉が腫れてきた  

・口内炎が痛い   

・水が冷たくて歯を磨きたくない  

・予約していた主治医と連絡が取れない  

・子どもがお菓子を好きなだけ食べるが、避難所で注意しにく

い  

・子どもの仕上げ磨きをしたいが泣いてできない  

・喉がよく渇いて痛い、口が乾燥する 

・ほこりが多くて咳がよくでる  

・洗面所が遠いので行けない  

・義歯を外した姿を他人に見られたくないので、入れたまま歯

磨きをしている  

・災害後一度も義歯を外していない 等  

３ 

1箇月  

～6箇月  

・口腔ケア  

・口腔機能向上支援

の継続  

・震災前は歯ブラシ・歯間ブラシで手入れをしていたが、災害

後はする意欲がなくなった  

・応急仮設住宅がかかりつけの歯科医院から遠いので通院

できなくなった  

・子どものむし歯は気になるが歯科診療所が遠い  

・お弁当の冷たい揚げ物などが固くて食べられない 等  

４ 

6箇月～  ・継続した歯科健康相

談 

・健康教育等  

・地元の歯科診療所の診療が開始されたが、医療費のことが

心配でなかなか受診できない  

・応急仮設住宅からの交通機関が不便で、かかりつけだった

歯科医院の受診は難しい  

・予防は大切と思うが、今後の事が心配で歯を磨く意欲がなく

なった 等  
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子どもや高齢者・要援護者等を中心に、むし歯・歯周病 

・誤嚥性肺炎予防などに関する情報を提供し、食事指導、 

口腔ケアの具体的な方法についてなどアドバスします。 

【個別・集団】 

 

  

  

 

 

 

 

 

【ライフステージ別】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 歯科保健活動のポイント  

《個別》 
歯科保健指導 
食事指導 

《小集団・集団》 

歯科保健指導 

食事指導 

《乳幼児》 
歯科保健指導 
食事指導 

《児童・生徒》 
歯科保健指導 
食事指導 

《成人》 
歯科保健指導 
食事指導 

《高齢者》 
歯科保健指導 
食事指導 

《障害児者》 
《要支援者等》 
歯科保健指導 
食事指導 

人数が多い場合は、対象別に小集団や集団を対象に指導 
を行います。フェーズに応じた指導や避難所や施設の代 
表者から情報を得てテーマを絞って指導を行い、必要に 
応じて個別指導を行います。 

食べ物の支給物資の制限は難しい現状があります。 
また、仕上げ磨きにより子どもが泣く場合があり、仕上
げ磨きをしないことが考えられます。短時間の仕上げ磨
きの方法などをアドバイスします。 

支援物資には菓子パンやお菓子なども多いため、間食指
導・歯磨き指導により食生活の平常化を目指します。 
また、避難所では小集団を対象とした指導により、歯磨
きの生活習慣が確立されることが期待されます。 

 

糖尿病などの生活習慣と歯周病の関係などの情報 
提供をします。薬を服用している方や災害により新たに
薬を服用している方への支援も必要です。舌苔の除去及
び歯間ブラシなどの使用の継続の必要性についてもアド
バイスを行います。 

義歯の清掃・保管方法などが習慣化できるように分かり
やすいリーフレットなどによりアドバイスを行います。
また舌苔の除去や口腔機能を高めるための具体的な方法
を指導します。さらに、口腔ケアが必要なこともありま
す。 

掲示物やパンフレットなどを通じて、適切な生活習慣を
取り戻せるように繰り返しサポートを行います。また、
継続して支援できるように関係者等に個別の状況の説明
を行います。 

む
し
歯
の
発
生
・
歯
周
病
の
悪
化
・
口
内
炎
・
発
熱
・
誤
嚥
性
肺
炎
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
風
邪
・
環
境
悪
化
に
伴
う
咳
や
喉
へ
の
悪
影
響
な
ど
の
予
防 
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  図６ 施設・避難所等 ⻭科⼝腔保健 ラピッドアセスメント票（集団・迅速） 

  ⽇本⻭科医師会統⼀版 

・本アセスメント票は、歯科関係団体の共有する全国統一された標準版の情報収集ツール

として、多くの組織・団体の理解のもとで作成されたものです。 

・歯科や保健医療の専門職だけでなく、避難所等の運営スタッフや支援者が用いても、見

逃しがちな歯科口腔保健の課題が浮かび上がるようになっています。 
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（５）こころのケア  

 ａ 災害時の心的反応 

  ・災害に伴い、通常の生活では経験することのない出来事が発生し、被災者には心身

に思いがけない様々な変化が生じる。被災することは大きな危機であり、命が助か

っても、被災者には不自由な生活が待っており、被災後に経験する代表的なストレ

スは以下のものがある（表８）。 

 

 

ストレス分類 ストレッサー 

危機的 

ストレス 

・生死の危機にさらされる ・恐ろしい思いをする 

・ケガをする ・無力感に襲われる ・家を失う 

・思い出の品を失う ・大事な人の危機に遭遇する 

・助けられなかった無念 

避難 

ストレス 

・食料、水、生活物資の不足 ・トイレ、入浴の困難 

・集団生活 ・知らない人と過ごす 

・プライバシーの欠如 ・病気やケガの人が側にいる 

生活再建 

ストレス 

・孤立感 ・不公平感 ・終わりのなさ 

・再建に向けたさまざまな手続き  

・新しい環境に適応する 

 

・被災者に起こる変化は、態度、仕草、表情、口調など、関与前の観察だけでも捉え

ることのできるものから、実際に面接してみて、あるいはバイタルサインなどの測

定により初めて明らかになるものまで多様である。支援者は、自身の感性でそれら

を探知していくが、予想される心的反応を熟知していることが、大いに役立つ。災

害等によって引き起こされた様々な被害や影響がもたらす心理反応には個人差があ

り、また支援者の感覚にあてはめられるものではないことに注意する。災害時の被

災者のこころの復興過程については、時系列に応じて下記の図のように表される

（図７）。 

 

 
 

 

 

 

表８ 代表的なストレス 

図７ 時間経過と被災者のこころの動き 

災害時「こころのケア」の手引き 東京都立（総合）精神保健福祉センター 
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a 茫然（ぼうぜん）自失期（災害直後） 

・恐怖体験のため無感覚、感情の欠如、茫然自失の状態となる。自分や家族・近隣の

人々の命や財産を守るために、危険をかえりみず行動的となる人もいる。 

ｂ ハネムーン期（数日～数週間） 

・劇的な災害の体験を共有し、くぐり抜けてきたことで、被災者同士が強い連帯感で

結ばれる。援助に希望を託しつつ、がれきや残骸を片付け助け合う。被災地全体が

温かいムードに包まれる。 

ｃ 幻滅期（1 か月～数か月） 

・災害直後の混乱がおさまり始め、復旧に入る時期。被災者の忍耐が限界に達し、援

助の遅れや行政の対応への不満が噴出する。人々はやり場のない怒りにかられ、け

んかなどトラブルも起こりやすくなる。飲酒問題も出現する。被災者は自分の生活

の再建と個人的な問題の解決に追われるため、地域の連帯感が失われる場合もあ

る。 

ｄ 再建期（数か月以降） 

・復旧が進み、生活のめどがたち始める時期。地域づくりに積極的に参加すること

で、生活の再建への自信が向上する。フラッシュバックは起こるが徐々に回復して

ゆく。ただし、復興から取り残されたり、精神的支えを失った人には、ストレスの

多い生活が続く。 

  

  ・被災ストレスは、心理面（こころの動き）ばかりではなく、被災者の考え方や感情

や行動にも影響を与える。表９は「身体」「思考」「感情」「行動」の時間経過に従

った変化の流れを示したものである。ここでは、「急性期」「反応期」「修復期」と

時期を区分し、時間も書かれているが、あくまで目安であり、時期区分と時間経過

は災害の沈静化や被災者の生活再建の進行度合いによって異なる。余震が続いたり、

生活環境が改善しない場合には、被災者の反応も改善しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９ 時間経過と被災者の反応 
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 ｂ ストレス障害等、支援者の対応のポイント 

・心理的介入は、発災直後から開始される。当初は、被災者の元へ支援者が出向くア

ウトリーチの形態が取られる。必要な心理的支援を、被災者が自発的に求めること

は、期待できないことが多い。被災者の物的環境や身体的健康状態の把握の中から、

心理的影響も理解することが大切になる。支援者は、種々のニーズを聴取し、具体

的支援につなげる過程で、被災者の心理的ストレスの様相を、無理なく自然に推し

量っていくことが求められる。被災体験より日常生活における支障、現実的に困っ

ていることに焦点をあて支援を行うことが望ましい。保健師だけでなく、各保健所

（調整支部）の精神保健福祉相談員と連携を取りながら支援をしていくと良い。 

 （ａ）ストレス反応の軽減 

・ストレス反応を軽減させる方法として、最もよい方法は被災者の話を傾聴すること

である。被災者の話を聴くときには、相手の話のペースに任せて聴くことが大事で

ある。 

●最初に被災状況や体調について声をかける。ゆっくりと自然な感じで話す。 

●途中で話を妨げないで、かつ、共感する姿勢で聴く。 

●相手の気持ちを聴き、感情をあるがままに受け止める。 

●無理に聴き出すことや、安易な励ましや助言はしない。 

●災害時を無理に思い起こさせるような聴き方をさける。 

 （ｂ）怒りへの対応 

・被災後の「幻滅期」は、多くの人が怒りや不満を感じ、やり場のない感情を支援者

に向けることがある。 

●怒っている人は支援者を責めているのではない。 

支援者はそれを理解し、深呼吸するなどして、こころを落ち着かせて対応す

る。 

●感情のコントロールを失っている場合は、話をいったん中断させ、時と場所を

改めることも必要である。 

●被災者の怒りには、非難や否定をせず、感情を受け止める。 

●怒りを受け止めた後に、具体的に困っていること等を聴く。 

 （ｃ）悲しみへの対応 

・泣くことは、大切なもの・人を失ったことへの自然な反応であり、悲しみを抑える

必要はない。むしろ自然に感情を表現できるよう支援する。 

●相談者のそばに寄り添うことに意味がある。 

ゆっくり話をよく聴くことを心がける。 

●つらい体験に耳を傾けることは、支援者のこころにも影響する。 

相談者の感情に巻き込まれすぎないよう、一定の距離を保つ。 

 （ｄ）精神科医療機関等への対応が必要な場合 

●精神科医療機関への搬送など緊急な対応が必要。 

 ・落ち着かせることが困難な精神反応や錯乱・混迷などの重篤な精神症状 

 ・自殺企図など自傷・他害のおそれ 

 ・断薬などによるてんかん重積発作など 

●精神科医の対応が必要。 

 ・幻覚・妄想などの症状 
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 ・パニック発作など不安症状や数日続く不眠、抑うつ症状 

 ・精神障害や発達障害、認知症の被災者の不穏や避難所での不適応反応 

 ・高齢者のせん妄 ・数日続く心的トラウマ反応（ＰＴＳＤ症状など） 

 ・断薬への対応 ・自殺念慮など 

●支援者（保健師や心理相談員など）の見守り、介入が必要。 

 ・安否不明者の家族 ・遺族 ・保護者のいない子ども 

 ・不安や不眠、身体愁訴を訴える人 ・引きこもっている人 

 ・落ち着かないなど不安定な様子が伺える人 

 ・幼い子どもを抱えた母親、妊婦 ・高齢者（特に家族のいない高齢者） 

 ・障害者（精神、発達、身体など） 

・透析患者や糖尿病患者など治療継続が必要な身体疾患を抱えた被災者 

・要介護者とその家族 ・家族と離れているなど孤立した人 ・外国人など 

 （ｅ）支援者間の情報交換・プライバシーへの配慮 

●支援が必要と思われる方は支援者間で情報共有し対応を検討する。 

●情報の保護に配慮して活動をすること。 

 

 ｃ 急性ストレス障害（ASD）と心的外傷後ストレス障害（PTSD） 

  ・大規模な自然災害などにより生命の危機に関わるよう出来事を目撃、体験した後に、

一時的に精神的に不安になり、集中力・注意力の低下、不眠等のストレス反応が 3

日以上１カ月以内続く状態を急性ストレス障害（ASD）という。ASD は誰もが起

こりえる状態で、多くの場合は数日で症状がおさまることが多い。 

  ・急性ストレス障害の症状が 1 カ月以上長期化している状態を心的外傷後ストレス障

害（PTSD）と言う。PTSD は、慢性化することで日常生活に影響がでるので早期

に専門職につなげることが望ましい。PTSDの症状は、P47の【こころのケアに関

するチェック項目と症状】の通りである。 

 ｄ 災害派遣精神医療チーム（DPAT ：Disaster Psychiatric Assistance Team） 

・大規模な自然災害が発生した際に、専門性の高い精神科医療の提供と精神保健活動

の支援を行うために都道府県によって組織された災害派遣精神医療チーム

（DPAT：Disaster Psychiatric Assistance Team） である。DPAT は、専門的

な研修・訓練を受けた精神科医師、看護師、業務調整員を含めた数名のチームで構

成される。被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制との連携、各

種関係機関等とのマ ネージメント等の活動を行う。DPATの受け入れができるよう

に保健所（調整支部）の精神保健福祉相談員は、管内の精神拠点病院、精神疾患患

者の一覧を整理しておくことが望ましい。 

 ｅ 主な疾患別の対応ポイント 

・災害時におこる主な心疾患について、保健所（調整支部）における対策の立案、保

健指導について【こころのケアに関するチェック項目と症状】（Ｐ47）のチェック

項目に多くチェックがつく場合は、優先的な対策を進めるべきである。 
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 （ａ）ＰＴＳＤ  

   ①保健所（調整支部）における対策の立案  

・調整支部の立ち上げ当初から、地域精神保健医療活動の専門職(精神科医)の助言

を得ることが望ましい。  

・被災者の状況は急激に変化する場合もあり、相談機関の確保など、できるだけ現

場の判断で即応できる体制が必要である。  

・災害時に立ち上げた特別な地域精神保健医療活動を終結させ、通常の業務に移行

させる際、災害に対する活動が後退したと思われることが無いよう、広報等を通

じて十分に情報提供をすることが望ましい。  

   ②保健指導  

・災害は共通でも体験は個別なので、共感をもって聴く。  

・被災者自ら話したい人がいれば話を聴くが、出来事に対するその人の感情や反応

を無理やり話させることはしない。  

・避難所等で支援を実施する場合は、プライバシーを守ることのできる場所で行う

ように配慮する。  

・初回訪問等の支援の前に、被災状況や地域特性などを十分把握しておく。  

・種々のニーズを聴取し、具体的支援につなげる過程で、被災者の心理的ストレス

の様相を、無理なく自然に推し量っていく。  

・日常生活における支障や、現実的に困っていることに焦点をあて支援を行うこと

が望ましい。  

・現実的支援により、ある程度の信頼関係が成立した後には、侵襲感や押し付けが

ましさを伴わずに、無理なく心理状態が聴取されうる。傾聴する中で気になるこ

とがあればDPATや保健所（調整支部）の精神福祉相談等に相談することが望ま

しい。「災害時こころのチェックリスト」（図８）を参考にアセスメントを行うと

よい。 

・まず安心感を提供することから、情報提供は開始される。ときに保健・医療・福

祉サービスを利用した援助が有効である。  

・災害時の心的反応プロセスを、被災者や関係者に説明することにより、そうした

変化が周囲にも受容され、特別視されぬよう、環境調整を行う。  

・必要な支援が適宜受けられるよう、相談先を明示する。ホットライン・カウンセ

リング・アウトリーチについての具体的な情報を提供する。  

・症状の重篤な者、悪化傾向にある者、リスクが高いと思われる者等については、

DPAT や心のケアチーム等の精神科医につなぐと必要がある。  

 （ｂ）飲酒問題  

   ①保健所（調整支部）における対策の立案  

・酒類は、「緊張をほぐすために」、「悲しさ・恐怖・不安・心細さを紛らわせたい

から」、「寝つきが悪くてつらいので」、「暖をとる目的で」、など、様々な動機で

摂取されるため、避難所では、酒類の持ち込みを禁止するなど、避難所運営上の

ルールづくりを行う。  

   ②保健指導  

・災害発生前からのアルコール問題保有者と、災害発生後に飲酒量が増えている者

の両群に対して、早期から教育的・予防的介入が必要である。  
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・不眠のために飲酒をしている場合は、飲酒による弊害を伝え、必要な場合は医療

につなぐことを検討する。  

・飲酒問題の背景に、生活上困難な問題や、精神的問題を含む他の疾患が隠れてい

る可能性も考慮し、慎重に状況を把握し必要な支援につなぐ。  

 （ｃ）睡眠障害  

   ①保健所（調整支部）における対策の立案  

・避難が長期化する場合、被災者のストレスの軽減と心身の健康状況の悪化を防止

するため、関係部署と連携し、睡眠に影響を与える要因としての避難所の衛生環

境の維持、簡易ベッドの確保、入浴設備の設置、衣類の提供等の体制を状況に応

じて整備する。  

・長期的な睡眠障害は心身の健康に大きな影響を与えることから、医療、保健、福

祉の専門職が多角的に避難所等の状況をチェックできる体制をとる。  

・必要な対応についてはボランティア、NPO 団体と協力できるよう、受け入れに

ついて調整を図る。  

   ②保健指導 

・災害直後の不眠は危機的状況に対処するための自然な反応であり、通常は時間の

経過の中で徐々に改善していくことを伝える。  

・できる範囲で自分のペースで休んでみること、昼間にうとうとする時は、昼でも

眠るとよいこと、寝付かれないときは無理に眠ろうとせず、静かに横になってい

るだけでも休養になる。無理に横になっていることが苦痛な場合はいったん起き

て、座って過ごせる少し明るいスペースで過ごしてもよいことを伝える。  

・日中は太陽の光をあびたり活動したりして、昼夜の生活にメリハリをつけてみる

よう指導する。  

・不眠者が夜間過ごせるスペースや、日中に静かに休める仮眠スペースを、避難所

の状況により設けることを検討する。  

・睡眠には体温の低下を伴うことから、寒冷時には手や足を温かく保てるよう衣類

や暖房などを確保する。  

・被災前から不眠で睡眠薬を服用している場合、そのまま服用を続ける。睡眠状況

の悪化での無理な増量はめまいやふらつき、また急な服薬の中断は強い不眠につ

ながる場合があるため、かかりつけ医と相談するか、精神科救護所や心のケアチ

ーム等の精神科医等と相談することが望ましい。  

・睡眠障害が続き、うつ症状等の精神症状がある場合は、精神科医につなぎ、判断

を仰ぐことが望ましい。  

・飲酒をしている場合は、アルコールが睡眠に及ぼす影響を説明するとともに、飲

酒の中止と対応方法を助言する。  

 （ｄ）バーンアウト  

   ①保健所（調整支部）における対策の立案 

   ・被災者だけでなく、援助者の自治体職員にも起こる。支援者の健康管理について

は、「第７章 支援者の健康管理」を参照。 
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【こころのケアに関するチェック項目と症状】 

 チェック項目  症状等   

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ 

 

□人的被害の大きい災害である  

□被災により本人もしくは身近な人の生死

に関わるような危険な体験をしている 

□被災から 1 か月程度が経過している  

□被災後の不安や生活上の困難に対する支

援を受けることが困難な状況にある  

□災害の前に事故で家族を失うなどのトラ

ウマ体験があった  

  

・過覚醒：常に警戒した態度を取る。些細

な物音、気配にもハッとする  

・再体験（想起）：悲惨な情景を度々あり

ありと思い出す。悲惨な情景を夢に見る  

・回避・麻痺：災害を連想させる場所、

物、人、話題を避けようとする。感情が

湧かず、何事にも興味が持てない  

・抑うつ：憂うつな気分・絶望感、無力

感、孤立感・自分を責める（survivor's 

guilt）  

・その他：睡眠障害・アルコール摂取量が

増える・他者を責める  

・これらの症状が 1 か月以上持続し、苦痛

感や社会生活・日常生活に支障をきたし

ている  

 

飲
酒
問
題 

□被災前から飲酒による問題があった  

□過度のストレスに曝されている状況にあ

る  

□避難所へのアルコールの持ち込みや飲酒

がある  

□酒量の増加、または、いつも飲まないの

に飲むようになった  

□眠るために飲酒をしている  

□うさ晴らし、手持無沙汰等から飲酒をし

ている  

□飲酒による周囲とのトラブルや問題行動

がある  

・飲酒時の暴言等の問題行動  

・酔いがさめた時の気分の落ち込みや不安

感がある   

・不眠である  

 

 

睡
眠
障
害 

□大きな精神的ストレスを経験している  

□避難所での生活など、生活環境が変化し

ている  

□被災前から生活上の問題や身体的、精神

的疾患、不眠症状があった  

□うつ症状、認知機能等の精神的問題があ

る  

□身体的疾患や身体症状等の不調がある  

□飲酒している  

・寝つきが悪い  

・悪夢をみる  

・眠りが何度も中断し目が覚める  

・熟睡感がない  

・早朝に目が覚めてしまいその後眠れない  

・疲れが取れない  
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バ
ー
ン
ア
ウ
ト 

 

□絶え間ない過度のストレス状況に曝され

ている状況にある  

□没頭して取り組んでいることに終結や成

果、意義が見出しにくい状況にある  

□心理的な葛藤が発生しやすい状況下にあ

る  

□怒りなど強い感情を向けられることがあ

る  

□心身の休養が十分とれていない  

・朝起きられない  

・職場に行きたくない  

・仕事が手につかない  

・アルコールの量が増える  

・イライラが募る  

・対人関係を避けるようになる  

・身体的な体調不良  

・悲観的になる  
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図８ 災害時こころのチェックリスト  

（厚生科学特別研究事業災害時地域精神保健医療活動ガイドラインを改変）  
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（６）自然災害に起因する原子力災害対策 

  ・地震や津波等の自然災害の発生によって、原子力災害が引き起こされる場合がある。

原子力災害対策については、国（原子力規制委員会）が定める「原子力災害対策指針」

（以下、「指針」という。）が基本となっており、本指針は、緊急事態において、原子

力施設周辺の住民に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化すること

を目的としている。保健活動を行うにあたっては、原子力災害の特殊性や放射線被ば

くについて理解した上で、住民の健康管理に努めるとともに、自らも被ばくを回避す

ることに努める必要がある。 

 ａ 原子力災害の基本 

・原子力災害とは、原子力施設の事故等に起因する放射性物質又は放射線の異常な放出

により生じる被害を意味する。原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）

では、原子力施設外における放射性物質又は放射線の放出が一定の水準を超えた場合

には、原子力緊急事態に該当するものとされ、緊急事態応急対策が講じられる。 

 （ａ）被ばくの経路 

   ・被ばくの経路には、大きく「外部被ばく」と「内部被ばく」の２種類があり、これ

らは複合的に起こりうる。 

 

   被ばくの経路 

外部被ばく 体外にある放射線源から放射線を受けること 

内部被ばく 放射線物質を吸入または経口摂取等により体内に取り込み、

体内にある放射線源から放射線を受けること 

 

 （ｂ）原子力災害医療と一般災害医療の相違点・特殊性 

・原子力災害が発生した場合には、被ばくや汚染により復旧・復興作業が極めて困

難となる。 

・原子力に関する専門的知識を有する機関の役割、当該機関による指示、助言等が

極めて重要である。 

・放射性物質による汚染等や被ばくの有無の確認と汚染が確認された場合は除染を

行うことが必要となる。 

・医療関係者及び搬送関係者等の被ばく線量管理を行うとともに被ばく線量の低減

を図るなど、放射線防護対策を行う。 

・医療機器等の器材の汚染防止、他所への汚染拡大防止等の対策をとることが必要

となる。 

・放射線被ばくの影響は被ばくから長時間経過した後に現れる可能性があるので、

住民等に対して、事故発生時から継続的に健康管理等を実施することが重要であ

る。 

（ｃ）原子力災害による健康への影響 

・原子力災害が発生した場合に放出される放射性ヨウ素は、呼吸や飲食によって体

内に取り込まれると甲状腺に集積し、甲状腺がんを発生させる可能性がある。安

定ヨウ素剤を事前に服用することにより、甲状腺被ばくを低減することができる

が、安定ヨウ素剤は放射性ヨウ素による内部被ばくに対する防護効果に限定され

る。 
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・原子力災害時には、被ばくや放射性物質による汚染に対する不安、身体的な健康

に影響を及ぼす不安等の心理的変化が住民等に生じたり、避難住民等にとっては

生活環境の変化等が精神的不安となる。 

ｂ 原子力災害対策重点区域 

・発電用原子炉施設の原子力災害対策重点区域は、原子力機関（IAEA）の国際基準及

び東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえて下記のとおり定められて

いる。 

（ａ）予防防護措置を準備する区域（PAZ：Precautionary Action Zone） 

・急速に進展する事故において、放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避又は

最小化するため、予防的に防護措置を準備する区域であり、発電所からの距離は

おおむね半径５㎞を目安としている。 

（ｂ）緊急防護措置を準備する区域（UPZ：Urgent Protective Action Planning Zone） 

・確率的影響のリスクを低減するため、緊急防護措置を準備する区域であり、発電

所からの距離はおおむね半径 30㎞を目安としている。 

 

【京都府における原子力災害対策を重点的に実施すべき地域】 

〈高浜発電所〉 

予防防護措置を準備する区域（PAZ：Precautionary Action Zone） 

発電所からの距離はおおむね 5㎞とする。 

市町村名 対  象  地  域 

舞鶴市 松尾、杉山 

緊急防護措置を準備する区域（UPZ：Urgent Protective Action Planning Zone） 

発電所からの距離はおおむね 30㎞とする。 

市町村名 対  象  地  域 

福知山市 二箇下、市原、高津江、二箇上、三河 

舞鶴市 全域（松尾、杉山を除く） 

綾部市 

 

 

 

奥上林地区（長野、志古田、山内、鳥垣、草壁、古屋、有安、川原、 

小仲、八代、古和木、光野、栃、市茅野、大唐内）、中上林地区（第

一区、浅原、真野、小田、引地、西屋、神谷、寺町、日置谷、殿、片

山、石橋、馬場、山田、竹原、瀬尾谷、大町、弓削、游里、清水、睦

志、辻、水梨、市野瀬、市志）、口上林地区（十倉志茂町、十倉中 

町、十倉名畑町、十倉向町、井根町、武吉町、佃町、忠町）、山家地

区（戸奈瀬町、釜輪町、広瀬町、橋上町、旭町、東山町、上原町）、

東八田地区（中山、安国寺、鐘鋳場、上町、中町、新町、内谷、高

槻、大石、延近、門、久保、施福寺、小嶋、鳥居野、野瀬、下村、中

川原、大又、見内、黒谷、八代、愛宕、大野）、西八田地区（上八

田、七百石、中筋、岡安、渕垣、下八田）、吉美地区（高倉町、小呂

町、星原町、桜ケ丘三丁目）、物部地区（白道路）、志賀郷地区（志賀

郷、志賀、向田、篠田、別所、内久井、金河内、坊口、仁和、西

方）、いこいの村（十倉名畑町）、松寿苑・上林（八津合町）、るんび

に学園（十倉中町）、小規模特養おかやす（岡安町） 

宮津市 全域 
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南丹市 

 

 

 

 

 

美山町〔福居（山森、熊壁、脇、庄田）、盛郷（林、上吉田、田土）、

豊郷（洞、名島、神谷、松尾）、鶴ヶ岡（舟津、殿、川合、棚）、高野

（砂木、栃原、今宮）、南、北、中、河内谷、下、知見、江和、田

歌、芦生、内久保、大内、荒倉、深見、長尾、野添、安掛、上平屋、

下平屋、又林、萱野、大野、川谷、岩江戸、肱谷、小渕、向山、樫

原、音海、宮脇、下吉田、島、長谷、上司、和泉、静原 

京丹波町 中山、升谷、市場、大倉、篠原、大迫、長瀬、塩谷、上乙見、下乙

見、西河内、下粟野、細谷、上粟野、仏主、本庄、坂原、中、角、広

瀬、才原、大簾、広野、出野、稲次、安栖里、小畑 

伊根町 日出、高梨、西平田、東平田、大浦、立石、耳鼻、亀山、大原、新

井、泊、津母、峠、畑谷、井室、六万部、野室、湯之山、成 

ただし、舞鶴市の４地区（大山、田井、成生、野原）においては、PAZに準じた防護措

置を行う。 

〈大飯発電所〉 

緊急防護措置を準備する区域（UPZ：Urgent Protective Action Planning Zone） 

発電所からの距離はおおむね 32.5㎞とする。 

市町村名 対  象  地  域 

京都市 左京区（久多、広河原）、右京区（京北上弓削上川原行政区） 

舞鶴市 大浦地区全域、東地区全域、中地区全域、西地区［野村寺、城屋、高野

谷、上福井除く］、加佐地区［蒲江、油江、東神崎、西神崎］ 

綾部市 

 

 

 

奥上林地区（長野、志古田、山内、鳥垣、草壁、古屋、有安、川原、 

小仲、八代、古和木、光野、栃、市茅野、大唐内）、中上林地区（第一

区、浅原、真野、小田、引地、西屋、神谷、寺町、日置谷、殿、片山、

石橋、馬場、山田、竹原、瀬尾谷、大町、弓削、游里、清水、睦志、辻、

水梨、市野瀬、市志）、東八田地区（大又）、松寿苑・上林（八津合町） 

南丹市 

 

 

 

 

美山町〔福居（山森、熊壁、脇、庄田）、盛郷（林、上吉田、田土）、豊

郷（洞、名島、神谷、松尾）、鶴ヶ岡（舟津、殿、川合、棚）、高野（砂

木、栃原、今宮）、南、北、中、河内谷、下、知見、江和、田歌、芦生、

白石、佐々里、内久保、大内、荒倉、深見、長尾、野添、安掛、上平屋、

下平屋、又林、萱野、大野、川谷、岩江戸、宮脇、下吉田、島、長谷、

上司、和泉、静原）］ 

京丹波町 上粟野、仏主、細谷、西河内、上乙見、下粟野 
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 ｃ 緊急事態の初期対応における防護措置 

表 12 緊急事態の初期対応における防護措置 

レベル 初期対応における防護措置 

警戒事態 

（原子力施設におけ

る異常事象の発生又

はそのおそれがある

事態） 

情報収集や緊急モニタリングの準備、施設敷地緊急事態要避難

者の避難等の防護措置の準備を開始する。 

※「施設敷地緊急事態要避難者」 

避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ避難の実施により健康リスクが

高まらない要配慮者、安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素

剤の服用が不適切な者のうち、施設敷地緊急事態において早期の避難の実施が

必要な者 

 

国及び京都府原子力災害対策本部及び関係市町村は近傍の

PAZ 内において、実施に比較的時間を要する防護措置の準備に

着手する。 

施設敷地緊急事態 

（原子力施設におい

て公衆に放射線によ

る影響をもたらす事

象が生じた事態） 

原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の主な防護措

置の準備を開始する必要がある段階であるため、主に PAZ 内に

おいて、基本的に全ての住民等を対象とした避難等の予防的防護

措置を準備し、施設敷地緊急事態要避難者を対象とした避難を実

施する。 

※上記のとおり 

全面緊急事態 

（原子力施設におい

て公衆に放射線によ

る影響をもたらす可

能性が高い事象が生

じ重篤な確定的影響

を回避し又は最小化

しあるいは確率的影

響のリスクを低減す

るため、迅速な予防

措置を実施する必要

がある段階） 

 国及び京都府原子力災害対策本部及び関係市町村は、PAZ内に

おいて、基本的に全ての住民等を対象に避難や安定ヨウ素剤の服

用等の防護措置を講じる。 

また、UPZ内においては、屋内退避を実施するとともに、事態

の規模、時間的な推移に応じて PAZ 内と同様、避難等の予防的

防護措置を講じることも必要。 

 全面緊急事態に至った場合、放射性物質の放出後、継続的に高

い空間線量率が計測された地域においては、数時間から１日以内

に住民等について避難等の緊急防護措置を講じなければならな

い。また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域

においても、無用な被ばくを回避する観点から、１週間以内に一

時移転等の早期防護措置を講じる。 

 これらの措置を講じる場合には、国からの指示に基づき、避難

住民等に対し防護措置を実施すべき基準以下であるか否かを確

認する検査（以下、「避難退域時検査」という。）の結果から、簡

易除染（着替え、拭き取り、簡易除染剤やシャワーの利用等）等

の措置を講じる。 
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d 原子力災害対策の実際 

（ａ）緊急事態応急対策 

①防護措置 

防護措置を実施する基準として、空間放射線量率や環境試料中の放射性物質の

濃度等の原則計測可能な値で示される運用上の介入レベル（Operational 

Intervention Level 以下「OIL」という。）が設定されている。 

 ア 避難及び一時移転 

避難及び一時移転の実施については、原子力規制委員会が原子力施設の状況

や緊急時モニタリング結果等をふまえてその必要性を判断し、国の原子力災害

対策本部が、輸送手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮した避難等の指示

を、京都府原子力災害対策本部及び関係市町村を通じて住民等に混乱がないよ

う適切かつ明確に伝える。なお、避難所においては、生活環境が常に良好なも

のであるよう努めることが重要となるため、入浴施設設置の有無及び利用頻度、

洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要

性等の把握に努め、必要な措置を講ずるよう努める。 

また、避難者の健康状態を十分把握するために、市町村と連携し保健師によ

る巡回相談等を実施する。必要に応じ救護所等の設置や心のケアを含めた対策

を被災自治体の統括保健師を通じて災害対策本部に提案する。 

 イ 屋内退避 

避難又は一時移転を実施すべきであるがその実施が困難な場合、国及び京都

府原子力災害対策本部の指示により屋内退避を行う。病院や介護施設において

は、避難より屋内退避を優先することが重要な場合がある。 

 ウ 安定ヨウ素剤の予防服用 

       

 

 

 

安定ヨウ素剤が事前配布された PAZ内の住民等に対しては、指示に基づいて

原則として医師の関与のもとで、安定ヨウ素剤の服用の準備及び服用を指示す

る。事前配布されていない地域の住民に対しては、配布すると共に服用を指示

する。ただし、時間的制約等により、医師を立ち会わせることができない場合

には、薬剤師の協力を求める等、あらかじめ代替の手続きによって配布、服用

指示ができるように備える。 

 エ 原子力災害医療協力機関 

汚染や被ばくの可能性のある傷病者に対して、あらかじめ整備した原子力災

害医療体制に基づいて、初期対応段階における医療処置を円滑に行う。原子力

災害医療体制は、原子力災害医療機関、原子力災害拠点病院、基幹高度被ばく

医療支援センター、高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支

援センターからなる。 

 オ 避難退域時検査及び除染 

避難退域時検査等による汚染程度の把握は、吸入及び経口摂取による内部被

ばくの抑制及び皮膚被ばくの低減、汚染の拡大防止のために不可欠であり、医

療行為を円滑に行うためにも実施しなければならない。 

安定ヨウ素剤の配布及び服用については、原則として原子力規制委員会

が服用の必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体に指示

することとされている。 
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 避難及び除染措置の実施については、原子力災害対策本部が、原子力災害対

策指針を踏まえ関係市町村に指示するものとされている。京都府原子力災害対

策本部においてOILに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示した場合、

関係市町村により直ちに救護所が設置される。 

保健師は、「京都府原子力災害医療マニュアル」に基づき、救護、安定ヨウ素

剤配布のチームの一員として従事する。 

 

表 11 救護所における医療救護班の役割と構成機関、従事者と人数（めやす） 

チーム名 役割 構成機関 従事者と人数 

住民登録 

チーム 

 避難所開設、避難住民等の誘

導、受付、被災地住民登録を行

う。 

関係市町村 事務員 

（誘導１、登録２） 

  計３名 

救護チーム  汚染のない避難住民等に対す

る問診と応急処置を行う。 

 医療機関への搬送の検討を行

う。 

医師会 

日赤支部 

医療機関 

  等 

医師（診療１） 

看護師・保健師 

（診療補助１） 

事務 

（受付１，記録１） 

    計４名 

安定ヨウ素剤 

配布チーム 

 安定ヨウ素剤の緊急配布を行

う。配布にあたっては、安定ヨ

ウ素剤の搬送、説明、問診等を

行う。 

医師会 

薬剤師会 

関係市町村 

府 等 

 

                   ※従事者と人数の（ ）は必要に応じて 

 

 カ 防災業務関係者の防護措置 

防災業務関係者については、安全を確保し、ある程度の被ばくが予想される

ことを踏まえた防護措置が必要である。救護所における各チームの具体的な防

護措置については下記のとおりである。 

 

表 12 救護所における防護方法    

チーム名 防護措置 

全チーム共通 作業医衣または白衣着用 

綿手袋またはゴム手袋を二重に着用 

汚染部位に触れた可能性がある場合には手袋を交換する 

住民登録 

チーム 

作業医衣または白衣着用 

綿手袋またはゴム手袋を二重に着用 

救護チーム 白衣、使い捨てのポリエチレン手袋を着用 

放射線量の多い地域で家庭訪問等の屋外での活動をする際には、マスクやゴ

ーグル、帽子、長袖の服など、自身を守る服装とする。 

なお、汚染されたチーム要員の衣服は、事前に決められた保管容器（ビニー

ル袋等）に収納し原子力事業者に引き渡し、処理してもらう。 

また、防護業務関係者も必要に応じて安定ヨウ素剤を服用させ、後日、ホー

ルボディカウンタによる内部被ばく測定を行う必要がある。 

55



 

 

 キ 避難住民等へのメンタルヘルス対策 

放射線や放射性物質は五感に感じられないため、自然災害と比べ、被害の状

況が把握しにくいため、災害の概要や経過に関する情報提供がなされず、住民

等は強い不安を抱く。京都府原子力災害対策本部は、不安軽減を図るため、原

子力災害発生直後に、避難等の措置の指示等を確実に伝達するとともに、被ば

くによる身体的な健康影響に関し、適切な情報提供を行うことが必要である。 

京都府原子力災害対策本部は、関係機関等の協力を得て、救護所等に健康相

談窓口を設置し、メンタルヘルス対策にあたる。その際、医療関係者（医師、看

護師、診療放射線技師等）やメンタルヘルスの専門家（精神科医、臨床心理士

等）と連携を図る。 

（ｂ）中長期的対策 

①発災後の復旧に向けた環境放射線モニタリング 

国、京都府は、環境放射線モニタリングにより放射線量及び放射性物質濃度の

経時的な変化を継続的に把握する。 

②発災後の復旧に向けた個人線量推定 

国、京都府は、環境放射線量モニタリングに加え、実際の個人の被ばく線量の

推定を行い、それらの結果に基づいて、適切な防護措置と除染措置を講じる。 

③発災後の復旧に向けた健康評価 

放射線の被ばくによる健康被害に加えて、長期間の避難又は屋内退避、集団生

活等が強いられ、平常な生活と異なる環境下における心身への影響を受ける。国、

地方公共団体等は、放射線との関連が明らかな疾患だけではなく、メンタルケア

等も含めた健康状態を把握するための長期的な健康評価を実施する。 

（ｃ）平常時の対策 

①原子力災害医療の実施体制 

京都府健康福祉部は、国及び関西広域連合と協力し、原子力災害時における医

療体制（原子力災害医療派遣体制及び受入体制）の整備、維持を行う。また、原子

力災害医療を行う専門医療機関は、放射線障害に対する医療を実施するための資

機材の整備又は組織体制の整備を図る。 

②原子力災害医療に関係する者に対する研修・訓練等 

国、京都府、京都府内の拠点病院等においては、関係する者に対してそれぞれ

研修及び訓練を実施する。 

③安定ヨウ素剤予防服用の体制 

京都府健康福祉部は、府内関係市町村及び医療機関と連携して、事前に住民に

対し安定ヨウ素剤の服用が行えるような体制を整備し、住民等が適切なタイミン

グで安定ヨウ素剤の服用を行えるよう準備しておくものとする。 
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表 13 京都府内で安定ヨウ素剤が事前配布、分散備蓄されている地域、施設 

【事前配布】 

・PAZ内（原子力発電所から５㎞圏域）及び PAZに

準じた防御措置を行う地域 

（舞鶴市原子力災害住民避難計画を参照） 

PAZ内：松尾、杉山 

 

PAZに準じた防御措置を行う：

大山、田井、成生、野原 

【分散備蓄】 

・UPZ内(原子力発電所から３０㎞圏域)  

 

47 施設の社会福祉施設の内希

望する施設 

 

④平常時からの住民等への情報提供 

住民等が国や京都府及び関係市町村地方公共団体の災害対策本部の指示に従っ

て混乱なく行動できるように、平常時から、原子力災害対策重点区域内の住民に

対して、放射性物質及び放射線に関する基礎知識や原子力災害発生時における避

難経路、除染・汚染防止等の防災活動の手順など、防災対策上必要な情報提供を

行っておく必要がある。なお、放射能に関する情報は、常に最新の知見・方針を

確認することが重要である。 

ｅ 理由・根拠となること 

・原子力災害対策指針 

・京都府地域防災計画 原子力災害対策編（令和５年６月８日修正） 

・京都府原子力災害医療マニュアル（令和６年３月作成） 

 

 

＊コラム 「防寒具の確保はことさら重要」 

 

東日本大震災では、被ばくに関する不安から、避難時の衣類を脱いで破棄する住民も多くみ

られました。そのため、避難所で薄着の住民も多く、保温や風邪の予防のために、衣類や防寒

具の確保は重要でした。 
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３ 避難場所別保健活動  

・どの活動場所であっても、市町村が実施主体となり関係機関と協力しながら、公衆衛

生的立場から被災者の生活を把握し、予測される問題と当面の解決方法、今後の課題

と対策を検討する。また、個人や家族の健康レベルができる限り低下しないよう援助

する。 

（１） 避難所・応急仮設住宅 

・避難所の運営には、住民の自主活動を促進する必要がある。避難者が集団生活を自

主的、また円滑に送るため、避難者の代表・管理責任者・ボランティア等と協議し、

自治活動を促進するよう調整する。 

・また、応急仮設住宅においては、地域の復興にむけての課題と対策についても検討

する。 

（２）車中泊・軒下避難者 

・持続する余震、密集の回避、集団生活に馴染みにくいなどの理由から、指定避難所 

以外の車中を含む野外の避難が多くなることが考えられる。被災直後から車中泊や

テント、自宅軒下等の指定避難所以外の避難者を想定し、実態把握や健康管理、物

資の支援や情報提供が必要である。 

健康支援の具体的内容については、以下のとおりである。 

 ・避難者の中から、要配慮者を早期に把握し、状況に応じた対応を行う（必要に応じ

て、福祉避難所への移送、社会福祉施設への緊急入所、避難所内での個室利用を検

討）。 

 ・深部静脈血栓症（ＤＶＴ）、熱中症対策、一酸化炭素中毒等、健康リスクが発生する

内容について、マスコミ・ＳＮＳ等を活用した予防啓発やパンフレット等を作成・

配布する。 

 ・避難生活の環境整備や、二次的な健康被害の予防のために、必要な健康情報をホー

ムページやラジオ等を通じて提供する。 

（３）自宅滞在者 

・在宅で過ごしている「要配慮者」や「被災者」の健康状態を把握し、必要に応じて適

切な保健・医療・福祉サービス等につなげることを目的に訪問調査を行う必要があ

る。「災害の規模」や「フェーズ」等地域の実情、マンパワーの状況により、どの時

期に誰が、どのような目的で訪問調査を行うのか、地域の関係者と実施方法を検討

する。 

 

 

  

59



 

表 14 「避難所・応急仮設住宅」における保健活動の実際 

避難勧告 
発令時 

1 自主避難者等の健康管理(低体温症に注意)及び処遇調整 
2 衛生管理及び環境整備 
3 生活用品の確保 

フ
ェ
ー
ズ
０ 

初
動
体
制
の
確
立 

１ 避難者の健康管理及び処遇調整 
・災害時要援護者等の安全確保 ・避難者全体の把握、処遇調整 
・避難所を巡回し、避難者全体へ声をかけ、健康状態の確認をする 
・一般被災者への健康相談の実施、要援護者への支援及び医療機関、専門機関等
との処遇調整 

・保健福祉的視点でのトリアージを実施 
・深部静脈血栓症の予防啓発（水分摂取・下肢の運動等の保健指導） 
2  衛生管理及び環境整備 
・基本的には、土足を禁止する  
・隔離部屋等の設置、感染拡大防止 
・食中毒、感染症等の予防（食品、飲料水等の衛生管理、トイレや食事時の手
洗いや手指消毒、うがい、マスク、換気等） 

3  生活用品の確保 
 衛生管理や健康管理上必要な物品確保について、働きかける 
・懐中電灯、ラジオ、通信手段等の確保 ・食糧(アレルギーや飲み込みやすさ
易さに配慮)、離乳食、ミルク、飲料水、使い捨て食器、コップ、割り箸、燃
料(卓上コンロ、ガスボンベ) 

・衣料(タオル、毛布、保温布等)、ティッシュペーパー、ゴミ袋等 ・トイレ(断
水、停電に対応できる準備:手指消毒、大人用紙オムツ、乳幼児用紙オムツ、
携帯用トイレ、瞬間消臭剤、新聞紙、ゴミ袋等)、生理用品（ショーツ含）、ス
トマ用品等 

4  避難所設置運営担当部署と連携し、避難者同士のプライバシーの確保 
・要介護者、妊産婦、女性の着替え等の専用空間の設置 
5 避難所設置運営担当部署と連携し、マスコミ取材による住民不安への対応 

フ
ェ
ー
ズ
１ 

緊
急
対
策 

～
生
命
・安
全
の
確
保
～ 

1  避難者の健康管理及び処遇調整 
・日中不在者の健康相談の実施（夕方から夜間） 
・調整の必要なケースが減り、落ち着き次第、派遣保健師が健康相談に従事する
ような体制を検討 

・保健師等による保健福祉的視点でのトリアージ 
2  衛生管理及び環境整備 
・おむつ、生理用品、消毒薬などの衛生資材等の調達について、災害対策本部
と連携 

3  生活用品の確保 
4  避難所設置運営担当部署と連携し避難者同士のプライバシーの確保 
・必要に応じて、高齢者や障害者、乳幼児等に対し、専用の部屋を確保 
5  避難所設置運営担当部署と連携し、マスコミ取材による住民不安への対応 
6  こころのケア対策の検討 
・チラシ等による周知（災害時のこころの変化等の知識の普及も含む） 
・相談窓口の周知  
・専門機関との連携  
・専門スタッフによる相談の実施 
7  保健、医療、福祉の情報提供（各担当部署との連携により健康教育等実
施） 

・感染症の予防策の徹底  
・手洗い、マスクの着用  
・深部静脈血栓症の予防 
・生活不活発病の予防（健康体操、ダンベル体操等） 

 

 

60



 

フ
ェ
ー
ズ
２ 

応
急
対
策 

生
活
の
安
定 

１ 避難者の健康管理及び処遇調整 
・避難所責任者と連携し、早期から自主的な避難所運営に移行するよう支援 
・健康相談従事者を応援看護職に切り替えた場合、要フォロー者の引継ぎ及び処遇
調整 
・仮設住宅や自宅等に移る準備に向けて、新たに介護保険サービスの導入やその他
要フォロー者の処遇調整 
２ 各種巡回サービスとの連携 
・巡回し、医療、リハビリテ―ション、こころのケア等が必要な人を適切なサービスにつ
なぐ 
３ 衛生管理及び環境整備 
・防虫対策 ・消費期限切れの食品の回収、破棄  
・入浴順序や送迎にかかる調整支援 
４ 生活用品の確保 
５ 子どもの成長・発達・学習への支援 
・子どもが遊び、学べる場の確保  
・学校、保育園、臨床心理士、ボランティア等との連携 
・相談場所設置型に相談体制を移行 
６ 避難所設置運営担当部署と連携し、避難者同士のプライバシーの確保、防犯体制
の整備 
７ 避難所設置運営担当部署と連携し、マスコミ取材による住民不安に対応 
８ こころのケア対策の実施・必要に応じて巡回型から相談場所設置型の相談体制に
移行 
９ 保健、医療、福祉の情報提供（各担当部署との連携により健康教育等実施） 
10 健康教育の実施：深部静脈血栓症等の予防、健康体操等 

フ
ェ
ー
ズ
３ 

応
急
対
策 

～
生
活
の
安
定
～ 

１ 避難者の健康管理及び処遇調整 
・健康相談従事者を応援看護職に切り替えた場合、要フォロー者の引継ぎ及び処遇
調整 
・避難所から仮設住宅や自宅等に移る際に、新たに介護保険サービスの導入やその
他要フォロー者の処遇調整（保健、福祉、介護の相互の連携）、応急仮設住宅での
ペットの受入に関する支援調整 
２ 衛生管理及び環境整備 
３ マスコミ取材による住民不安への対応 
４ こころのケア対策の実施 
・電話相談窓口の設置 ・相談窓口の周知 
５ 保健、医療、福祉の情報提供（各担当部署との連携により健康教育等実施） 
・自治体の通常業務の復旧情報（乳幼児健診、予防接種、医療費補助制度等） 
・医療機関、介護保険事業所等の復旧情報 ・生活再建策に関する情報や手続きの
情報 
・福祉部門との連携により、生活不安の解消が必要 

フ
ェ
ー
ズ
４ 

復
旧
・復
興
対
策
期 

人
生
の
再
建
・地
域
の
再
建 

１ 健康状況の把握 
・調査などの実施・ 把握後、要フォロー者への支援、医療機関、専門機関と調整 
２ 健康支援及び安否確認 
・健診及び相談会、訪問等により、健康状況の確認、今後の不安、不眠、住宅の生活
環境、人間関係の悩み等への対応 
・一人暮らし高齢者、高齢者世帯に対し、保健推進員等による安否確認（声かけ訪
問） 
・状況不明者については、他の訪問ボランティア・自治組織と連携しながら早期に把
握し、孤独死を予防する 
３ 入居者同士のコミュニティづくりの支援 
・仮設住宅単位での自主活動への支援 
・乳幼児のあそびの広場や高齢者等のサロン、つどい等 
・自治会長等地域代表に被災者の健康状態など実態を報告し、自主的な見守り・声
かけの必要性への認識を高め、関係部署と協力し、仕組みづくりを支援する 
４ 仮設住宅から自宅等に移る者への支援 
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表 15 「自宅待機者」における保健活動の実際 

避難勧告 
発令時 

1 保健、福祉、介護保険等各担当部署との連携による災害時要配慮者の安否確
認 

２ 自主防災組織、消防団等による安否確認の集約 
・訪問、電話等により確認 
３ 生活用品の確保 

フ
ェ
ー
ズ
０ 

初
動
体
制
の
確
立 

1 保健、福祉、介護保険等各担当部署との連携による災害時要配慮者の安否確認 
・平常時からの避難行動要支援者名簿の作成。対象者名簿の整理。 
・訪問、電話等により確認 ・救護所、避難所、医療機関、消防署等との連携によ
り避難誘導及び処遇調整 

・安否確認の項目 ・着眼点の共有化 
【保健分野】(福祉、介護保険分野、保健所等で把握している以外）医療的ケア
が必要な人、慢性疾患罹患者や精神障害者等で、自力で避難できないと判断さ
れる人（家族や親戚等頼る人がなく、自己判断が困難な人等）、妊産婦や乳幼
児等、生活支援が不足する可能性が高いと判断される人 

【福祉分野】一人暮らし高齢者、高齢者世帯について、高齢者福祉担当者と在宅
介護支援センター、自治会長及び民生委員等との調整により確認 

 その他知的障害者、身体障害者等：福祉担当者と各福祉施設等が連携し、支援
及び処遇調整 

【介護保険分野】介護保険サービス利用について、介護保険担当者と介護保険サ
ービス事業所等との調整により確認 

2 生活用品の確保 

フ
ェ
ー
ズ
１ 

緊
急
対
策 

～
生
命
・
安
全
の
確
保
～ 

１ 保健、福祉、介護保険等各担当部署との連携による災害時要援護者の安否確
認 

２ 健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 
・相談後の要フォロー者への支援及び医療機関、専門機関等との処遇調整 
３ こころのケア対策の検討 
・チラシ等による啓発（災害時のこころの変化等知識の普及を含む） 
・相談窓口の周知  
・専門機関との連携  
・専門スタッフによる相談の実施 
４ 保健、医療、福祉の情報提供 
・感染症/食中毒の予防（消費期限切れ食品の廃棄を含む） 
・深部静脈血栓症の予防(車中泊・テント泊に注意)  
・介護予防（健康体操等） 
５ 健康状況把握のための検討及び準備 
・把握後のフォロー方法  
・健康調査等の実施（目的、項目、時期、従事者、調査用紙の作成等） 
６ 生活用品の確保 

 
 
 
 
 
 

５ こころのケア対策の実施 
・新規介護保険サービス導入者やその他事後フォロー必要者の処遇調整（保健、福
祉、介護の相互の連携） 
・講演会等の実施（うつ、アルコール依存症、ＰＴＳＤ等） 
６ 健康教育・健康情報誌の発行 
・自治体広報誌の活用、手作り新聞など 
・様々な職種、支援団体、運動ボランティア、介護予防事業の活用 
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フ
ェ
ー
ズ
２ 

応
急
対
策 

生
活
の
安
定 

1 フェーズ０で挙げた災害時要援護者の医療の継続支援、生活再建の支援調整
（各担当部署が相互に連携して実施） 

2 健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 ・健康教育の実施 
3 こころのケア対策の検討 ・講演会等の実施（うつ、アルコール依存症、Ｐ

ＴＳＤ等） 
4 保健、医療、福祉の情報提供 
5 健康状況等の把握調査などの実施 ・要フォロー者への支援、医療等関係機

関との調整 

フ
ェ
ー
ズ
３ 

応
急
対
策 

～
生
活
の
安
定
～ 

１ フェーズ０で挙げた災害時要援護者の医療の継続支援、生活再建の支援調整 
・孤立した地域の状況把握 ・災害時要援護者への継続的な配慮（高齢者・障害
者等） 

２ 健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 
３ こころのケア対策の実施 
・電話相談窓口の設置 ・相談窓口の周知 
４ 保健、医療、福祉の情報提供 
５ 健康状況等の把握後のまとめ、データ整理 
・事後フォローが必要な人への支援、医療等関係機関との調整、名簿管理等 

フ
ェ
ー
ズ
４ 

復
旧
・
復
興
対
策
期 

人
生
の
再
建
・
地
域
の
再
建 

１ フェーズ０で挙げた災害時要援護者の医療の継続支援、生活再建の支援調整 
２ 健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 
３ こころのケア対策の実施 
・講演会等の実施（うつ、アルコール依存症、ＰＴＳＤ等） 
４ 保健、医療、福祉の情報提供 
５ 健康状況の把握、要フォロー者の医療等への継続支援 
６ 新たな交流やコミュニティづくりの支援 
・埋もれた在宅被災者の把握、健康調査の実施 
・地域の民生委員、社会福祉協議会などと協力して、もれなく把握に努める 
・サービスの格差を意識し活動を工夫する 

 

（４）避難所等巡回体制の構築 

  ・市町村が実施主体となり支援チーム等と協力しながら体制を検討する。  

 ・保健師及び環境衛生監視員、管理栄養士等の専門職と連絡調整員（事務職員等）か

ら成る 2 名以上を 1 組とした巡回体制を構築する。 

 ・避難所及び福祉避難所がプロットされている管内地域の地図を準備する。  

 ・地域を巡回するに当たっては、道路遮断、土砂崩れの危険性、余震や二次的災害の

危険性等について災害対策本部、国土交通省、警察、気象庁、EMIS、D24H などか

ら収集した情報を地図上に付箋などを使って明記する。 

 ・何人の人員を配置できるかを検討し、何組を投入し、どのルートで、交通手段とし

て何を使って巡回することが安全で効率的であるのかを検討する。  

 ・巡回に必要な資機材として、安全靴・ヘルメット・ビブスや腕章など所属が明確と

なる衣服の着用、携帯電話・情報収集様式・ペン・記載ボード・パソコン・タブレ

ットなど情報収集用具、巡回時の保健指導のためポスター・リーフレット・避難所

に設置する消毒液などを必要量準備する。水筒や軽食などについても各自で持参す

る。  

 ・巡回にあたっては、安全上の注意（危険な箇所に近づかない・自分の安全を第一に・

震度 5 以上の余震があれば巡回班から保健医療部署・災害対策本部等に安全を報告

することなど）、情報収集の目的（フェーズに応じ「深部静脈血栓症の発生を０にす

る」「感染症を流行させない」など）、収集すべき情報（各目的に応じたチェック項
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目を参照）、報告時刻（12 時と 16 時など明確に示す）、誰に、どのような方法で報

告するのか等オリエンテーションする。  

 ・巡回メンバー間及び職場の連絡先の電話番号、SNS アカウント、メールアドレス等

を共有する。  

 ・報告は定例報告でなくとも、至急対応を要する事項、交通遮断や二次的災害の危険

性に関する情報については随時、迅速に報告する。定例報告においては原則として

要点を口頭で伝えた上で、紙面のほか、ICT を活用する。  

 ・ICT を用いて情報を入力するに当たってはシステムの特徴を十分理解しておく。  

 ・避難所等の巡回に当たっては、避難所内の環境衛生上の課題や個人の健康状態の確

認を行うだけでなく、避難所へ移動する途中、あるいは周辺の環境衛生上の課題や

生活上の課題を把握することも重要である。  

（５）避難所等におけるアセスメント  

 ａ アセスメントの目的  

・災害時には市町村が指定した避難所及び福祉避難所が開設される。また、災害の規

模や災害の種類によって被災地域には指定されていない自主避難所も存在するこ

とが想定される。避難所には、様々な健康状態の避難者が混在するため、感染症の

発症や慢性疾患の悪化など健康リスクが高くなる。一方、避難所に避難できず在宅

で生活する人においても多くの健康課題が存在していることが知られている。  

・災害時には、保健・医療・福祉サービスの需要が莫大となり、ライフラインの障害

や建物の崩壊、サービス提供者の不足などによって供給が縮小する。そのため、人

的資源や物的資源を優先的にどこに分配するかをマネジメントすることが最も重

要となる。  

 ｂ アセスメントの方法  

・地域全体を見渡し、ラピッドアセスメントシート等の統一された情報収集様式を用

いて情報を集めて地図上にプロットしたり表にしたりするなど整理する。季節や気

候の影響も考慮して、予想される健康被害のリスクを分析・評価する。 

※ラピッドアセスメントシートについては第 11 章 資料集「様式２-１」を参照 
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４ 生活環境衛生対策  

（１）全体像  

日常の生活環境と同じ状態を維持できているかの視点を持つことが大切である。  

避難所となる小中学校の体育館や教室、公民館など、本来は日常生活を送るところで

はない場所で過ごさざるをえない状況は、身体的な負担が生じる。また、集団で過ご

す避難所は、精神的なストレスが過剰になりがちである。こうした状況のなか、身体

的負担、精神的ストレスを軽減するためには、生活環境を整備し、衛生対策を維持向

上させていく必要がある。 

 環境の判断や対策では、必要に応じて保健所環境衛生監視員の助言を求めるとよい。 

（２）実行すること  

 ａ 生活環境の整備  

  ・生活環境の整備において必要なことは、①避難所に必要な設備、備品等があること、

②衛生管理上の必要な措置が取られていること、の２点である。長期化する場合を考

え、生活者の要望する備品等を記入する掲示板の設置と避難所の１日のスケジュー

ル表を掲示することが望ましい。  

   
チェック項目  

 市町村・保健所に 
 おける対策の立案 

保健指導 

生
活
環
境
の
整
備 

（生活スペース）  
□避難所内を移動するのに、暗くて床面がは
っきり見えない  

□簡易ベッド、段ボール仕様ベッド等がない  
□家族単位の仕切り等がない  
□季節に合った適切な寝具がない  
□季節に合った冷暖房器具が設置されていな
い  

□室内空気をかくはんする扇風機等が設置さ
れていない  

□温度湿度計が設置されていない  
□掃除機、雑巾等の掃除用具が置かれていな 
 い  
（共用スペース）  
□下足のまま（下足を入れるビニール袋や靴箱
の設置がない）  

□ねずみ、虫類の侵入を防ぐ網戸が窓や入口に
設置されていない 

□分別用蓋つきごみ箱がない  
□トイレが不衛生である 

・災害対策本部等に対
し必要な物品等の手
配、配置を助言す
る。  

・3 日～1 週間以内に
避難所に簡易ベッ
ド、段ボールベッ
ド、エアコン等、生
活環境を整える備品
が入ることが望まし
い。  

・発災当初から
感染症予防の
ため土足の管
理、トイレの
衛生管理につ
いて物品、備
品等を整理す
る。  

  
  

 ｂ 水の衛生  

   断水する当初、備蓄あるいは供給されるペットボトル水を飲料水として利用する。

給水車等で運ばれ、100 L くらいのポリタンクで水が保管されるときは、1 日 3 回程

度、DPD 試薬を用いた遊離残留塩素濃度の測定をして、安全性を確認する必要がある。  

   井戸水の利用は大地震の場合、水質が変化している可能性もあり確認が必要である。

深さ 5～10ｍの浅井戸は、地盤の変化による泥水の発生、下水管の損壊によるし尿汚

染などで水質の変化が大きい可能性がある。井戸水使用の場合、煮沸、塩素剤の添加

等が必要である。  
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チェック項目  

市町村・保健所に
おける対策の立案 

保健指導  

水
の
衛
生 

□水を介した感染症が発生している  
□水道水の使用ができない  
□給水車等が水道水を供給していない  
□飲料用ペットボトル水が暗所で備蓄
されていない  

□ポリタンク等で保管した水に濁りや
異物などがある  

□水の保管場所に直射日光が当たる  
□保管した水の遊離残留塩素濃度が、

0.1 ｍｇ/L 以上検出されない  
□遊離残留塩素濃度の測定を、1 日 

3 回程度実施していない  
□井戸水を使用する場合、水質の安全
が確認されていない  

□雑用水に使う水が確保できていない  
□雑用水に、井戸水、プール水、雨
水、工業用水等を使っていない  

・ＤＰＤ試薬及び
遊離残留塩素濃
度測定器を、各
避難所に配置す
る。  

  

・水質の定期的な確認を行う。  
・給水車による水道水を毎日運
搬することが可能な場合、ポ
リタンク等の中の水は、毎日
入れ換えて使用すること。１
日前の水（１日以上保管）
は、飲料水以外の用途で使用
する。  

・ポリタンク等に保管する水を
数日間使わざるをえない状況
の場合、遊離残留塩素濃度の
確認をする。塩素が検出され
ない場合はそのまま飲用せ
ず、煮沸して飲用するか、煮
沸が困難な場合は別の用途に
使用する。  

・雑用水（清掃用、洗濯用等）
は、大腸菌等に汚染されてい
る場合は、使用を控える。  

 

 ｃ 空気環境の衛生  

    
チェック項目  

市町村・保健所に
おける対策の立案 

保健指導  

空
気
環
境
の
衛
生 

□温度が 17～28℃の範囲にない  
□湿度が 40～70％の範囲にない  
□二酸化炭素濃度が 1,000ppm 以下
ではない  

□一酸化炭素濃度が 10ppm 以下では
ない  

□浮遊粉じん量が 0.15ｍｇ/ｍ3 以
下ではない  

□2 時間に 1 回程度、5～10 分間の
換気が行われていない  

□温度湿度計や測定器による数値が記
録されていない  

□夏季のエアコンの温度設定が、25℃ 
 ～28℃に設定されていない  

・保健所環境衛生
監視員による避
難所の空気環境
測定チームをつ
くり、各避難所
の空気環境を測
る。  

・各避難所の適切
な場所に、温度
湿度測定器、
CO2 モニターを
配置する。 

・避難所内の中央
や端など、避難
所運営担当者が
毎日定期的に測
ることができる
温度湿度計を配
置する。  

・空気環境の測定と評価を実
施する。  

・室内が密集した状況では、
二酸化炭素の濃度が上昇す
るので、換気に注意する。  

・開放型石油ストーブが不完
全燃焼を起こすと、一酸化
炭素が発生し生命への影響
があるので、換気する。  

・日常の温度、湿度の測定及
び記録を、避難所運営担当
者等が行うよう指導する。 

・1000ppm を超える場合、
機械換気や自然換気を取り
入れる。 

 空気環境については、建築物衛生法の空気環境基準を参考にする。 
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 ｄ トイレの衛生  

    
チェック項目  

市町村・保健所に 

おける対策の立案 
保健指導  

ト
イ
レ
の
衛
生 

□トイレの窓に網戸が設置されていな
い  

□トイレ内が清潔に保たれていない  
□トイレットペーパーが十分に用意さ
れていない  

□手洗い場に、石けん、消毒剤などが
十分に供給されていない  

□最低、午前 1 回、午後 1 回、夕方 1
回の清掃・消毒が実施されていない  

□清掃・消毒の実施者、実施方法等の
記録がつけられていない  

□トイレの清掃当番が決められていな
い  

□トイレに啓発用ポスターが掲示され
ていない  

・災害対策本部等に対
して、必要な備品等
の配置を助言する。  

・災害対策本部等に対
して、各避難所への
トイレ清掃ボランテ
ィアの派遣等を助言
する。  

・継続的な衛生維持をす
るため、生活者やボラ
ンティア等によるトイ
レの清掃・消毒の実施
が望ましい。  

・生活者や清掃ボランテ
ィア等が清掃・消毒方
法に不慣れな場合、望
ましい方法の見本を示
す。  

・午前 1 回、午後 1 回、
夕方 1 回の清掃・消毒
を実施する。  

・トイレの汚れが目立つ
ようならば、清掃・消
毒回数を増すことを検
討する。  

  

 

 ｅ ゴミの管理  

   
チェック項目  

市町村・保健所に 

おける対策の立案 
保健指導  

ご
み
の
管
理 

□し尿ごみの保管が適切でない   
（蓋つき容器に保管する、屋外軒下
にブルーシート等で覆って保管す
る、土を掘ってブルーシートを張り
土壌中に一時保管することが適切）  

□蓋つき容器が設置されていない  
□ごみの分別や種類が明示されていな
い  

□ごみが容器からあふれている  
□ごみ容器が、玄関の脇や廊下などの
適切な場所に置かれていない  

□ごみ容器にハエ等虫が飛んでいる  
□ごみが定期的に収集、処分されてい
ない  

・災害対策本部等に対
して、必要な備品等
の配置を助言する。  

・災害対策本部等に対
して、定期的なごみ
収集を助言する。  

・ごみは分別収集にする。  
・ごみが定期的に収集さ
れているか、避難所運
営担当者に確認する。  

・ごみ収集がない場合、
密閉された倉庫内や屋
外軒下の容器内で、拡
散しないよう適切な保
管状態を確認する。  

・し尿ごみの保管がされ
る場合、ハエの発生等
に注意し、保管が長引
くときは、ごみ周囲に
次亜塩素酸ナトリウム
液など消毒剤を散布す
ることを検討する。  

・ごみの害虫対策を指導
する。  
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 ｆ 寝具の管理  

   
チェック項目  

市町村・保健所に 
おける対策の立案 

保健指導  

寝
具
の
管
理 

□咳やかゆみなどの有症状者がいる  
□室内に、ほこりが落ちている  
□布団、マット類がよごれている  
□掃除機で定期的な室内清掃をしてい
ない  

□布団、マット類の清掃を定期的にし
ていない  

□布団、マット類を定期的に干してい
ない  

・屋外に布団を干す時
の必要物品（ブルー
シート、パイプ椅子
等）の配置を災害対
策本部等に助言す
る。  

・ダニ、カビ等のアレルゲ
ンを低減させるために換
気や室内清掃を行う。  

・布団干しは、布団の乾燥
だけではなく、布団をど
かした寝食スペースを清
掃する機会になる。ボラ
ンティアや避難者間が協
力して、最低、週に 1 回
の布団干しを心がける。  

・月に 1 回、生活スペース
の全ての物を片づけての
大掃除を実施することを
助言する。  

  

 

 ｇ ねずみ、害虫の対策  

  ・過去に蚊が媒介をした公園等でのデング熱の国内発生があった。避難生活が 4 月～

10 月の蚊の発生時期と重なる場合、感染症発生の動向や蚊の発生を注視する。ま

た、し尿ごみが出る当初には特に、ハエの発生、経口感染症の予防に注意する。避

難所周辺に、生ごみが混在した災害ごみがあると、ねずみの発生の可能性がある。  

  
チェック項目  

市町村・保健所に 

おける対策の立案 
保健指導  

ね
ず
み
、
害
虫
の
対
策 

□避難所内・避難所周囲に、蚊、ハ

エ、ねずみ等がいる  

□避難所まわりに、蚊の発生源の水た

まりをつくる古タイヤ、空き缶等が

ある  

□避難所まわりに、生ごみが置かれて

いるところがある  

□避難者のなかに、蚊が媒介をするデ

ング熱様症状（高熱・頭痛・筋肉

痛・発疹等）を有している人がいる  

  

・感染症発生のおそれ

がある場合、関係部

局と協議し対応す

る。  

・場合により災害対策

本部等での避難所の

統一的な対処を実施

することを検討す

る。  

・避難所の中にハエ、ね

ずみ等が侵入しない構

造になっているか確認

する。  

・蚊、ハエ、ねずみ等駆

除の必要性及び対処方

法を判断する。  

・蚊取り線香、スプレー

式殺虫剤などの避難所

内での使用は、避難者

のなかに化学物質過敏

症患者がいる可能性が

あるので十分配慮す

る。 
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 ｈ 風呂の衛生  

 

 ｉ 化学物質  

   
チェック項目  

市町村・保健所に 
おける対策の立案 

保健指導  

化
学
物
質 

□化学物質過敏症を有する人がいる  
□化学物質過敏症の症状が出現してい
る 

□室内で、芳香剤、消臭剤、殺虫剤、
空間消毒剤等、化学物質過敏症患者
に影響するものが使われている  

□ニオイの強い洗剤・柔軟剤等、化学
物質過敏症患者に影響するものが使
われている  

・各避難所に掲示する
啓発用ポスター類を
手配する。 

・化学物質過敏症につい
て、避難所内にポスタ
ー等で啓発する。  

・化学物質の除去など
対応を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
チェック項目  

市町村・保健所に 

おける対策の立案 
保健指導 

風
呂
の
衛
生 

□脱衣場の温度が、夏季に高温、冬季に
低温である  

□脱衣場に温度計を設けていない  
□脱衣場の温度の記録が定期的にされ
ていない  

□仮設浴場の水に水道水が使われてい
ない  

□仮設浴場の浴槽水が循環式で1週に1
回、非循環式で毎日換水されていな
い。  

□仮設浴場の浴槽水の消毒として塩素
剤が用いられ、遊離残留塩素濃度が
0.4ｍｇ/L 程度に保たれていない  

□仮設浴場の浴槽水の水面がこぼれる
くらいに、湯が供給されていない  

□仮設シャワーの水に水道水が使われ
ていない  

□ヒートショック等の急な体調変化に
対応するため見守りが徹底されてい
ない  

・入浴施設のレジオネ
ラ症対策について、
現場の確認、指導・
助言をする。  

・浴槽水の残留塩素濃度
の測定及び衛生管理が
行えるようにする。  

・多くの避難者が利用す
ることから、循環式、
非循環式に応じた換
水、塩素消毒の実施を
指導する。  

・自衛隊の仮設浴場のほ
か、支援団体等から浴
槽水の循環処理式の仮
設浴場が設置されるこ
とがある。レジオネラ
症対策として、毎日換
水、遊離残留塩素濃度
0.4ｍｇ /L 程度の維
持を徹底する必要があ
る。  
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 ｊ 悪臭、騒音  

   
チェック項目  

市町村・保健所に 

おける対策の立案 
保健指導  

悪
臭
、
騒
音 

□たばこのにおいや煙が入ってくる 
□ニオイがこもる場所がある  
□悪臭がただよっている  
□ニオイの発生源の対処がされていな
い  

□定期的な換気がされていない  
□空気清浄機が置かれていない  
□騒音が発生している  
□騒音の発生源の対処がされていない  
□音を小さくするための対処がされて
いない  

・喫煙場所を移動す
る。 

・受動喫煙防止のポス
ターを掲示する。 

・通常業務として悪臭
や騒音問題を扱う環
境保全課等の関係部
局と協力して対応す
る。  

・空気清浄器を設置す
るなど場合によって
は、災害対策本部等
による避難所の統一
的な対処を検討す
る。  

・悪臭や騒音の発生源に
対処する。  

・換気を指導する。  
・音を小さくするための
対処を指導する。  
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 ｋ 食中毒の予防  

  
チェック項目  

市町村・保健所に 
おける対策の立案 

保健指導  

食
中
毒
の
予
防  

①食品等の取り扱い  
□保管場所が食品の設定温度(冷蔵、冷
凍）に適さない 

□保管場所が塵埃などで汚染されてい
る  

□保管場所は直射日光が当たる場所で
ある  

□保管場所で食品相互の汚染がある 
（食品から漏出した液が他の食品に付
着する、臭いの強い食品の臭いが他
の食品に移行するなど）  

□提供する生鮮食品の消費期限や食品
の賞味期限が切れている  

□食品の包装に穴や破損がある  
□配布された弁当など消費期限のある
食品を配布後、消費期限を越えて、
喫食している  

□当該避難所以外で調理された食品
（ボランティアの炊き出し等）を、搬
入後時間がたってから喫食している  

 
②炊き出し時の食品の取り扱い  
□調理場所は衛生的な場所でない  
□手袋を使用して調理していない  
□食材や調理器具は十分な洗浄ができ
ない  

□生野菜類や果物を洗浄せずに喫食し
ている  

□作業者の役割分担があいまい  
□食品、食材の保管場所が衛生的でな
い  

□食品、食材を 2 時間以上保管する場
合 10℃以下もしくは 60℃以上にな
っていない 

③炊き出し時の調理作業者  
□過去 5 日前～現在で下痢や嘔吐等の
消化器症状がある  

□過去 5 日前～現在で発熱や咳・鼻水・
痰等がある  

□傷のある素手で作業している。  
□作業前、作業中の手指の洗浄、消毒が
不十分である 

□調理者が作業用の清潔な作業着を着
用していない  

・避難所に食品専用の
保管場所が確保でき
るように調整する。  

・冷蔵庫冷凍庫を設置
する。  

・専用の調理場所の確
保ができるように調
整する。  

・食品衛生監視員によ
る避難所内の食品の
チェックを行う。  

・避難所に配食業者か
らの搬入がある場合
は、保健所の食品衛
生部門に対して当該
業者の監視指導を依
頼する。監視の結
果、健康被害につな
がる重大な問題が認
められた場合は、代
替の業者の調整を依
頼する。  

・避難所において冷蔵庫
などによる温度管理が
困難な場合は、提供さ
れた食品は速やかに喫
食することを心掛け、
食べきれなかった食品
は廃棄するように指導
する。  

・特に夏期は、リスクが
高い高齢者、妊産婦、
小児を対象とした生野
菜類や果物の提供に注
意する。  

・避難所内で調理作業を
担当する人たちの健康
チェックを行い、消化
器症状等のある者は調
理作業を行わないよう
に指導する。  

・正しい手洗いの方法
や、正しい手指の消毒
方法の指導を行う。  

・避難所内で食品の衛生
的な取扱いが自主的に
行われるように技術移
転を行う。  
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 ｌ 食中毒発生時の対応（被害の拡大防止）  

 
チェック項目 

市町村・保健所に 
おける対策の立案  

保健指導 

 

食
中
毒
発
生
時
の
対
応
（
被
害
の
拡
大
防
止
） 

□下痢、発熱等の有症者がいる  
□類似の消化器症状を呈する有症
者が複数いる  

□複数の有症者の発症日は同一日又
は近い日で発症している（一峰
性）  

□有症者が共通の飲食物を喫食し
ている  

  
＜症状＞  
・嘔気、嘔吐、腹痛、下痢等の消
化器症状  

・軽い消化器症状を伴う発熱、頭
痛、関節痛、筋肉痛などの風邪
様症状  

・速やかに食品衛生監視員によ
る疫学調査を実施し原因食品
及び病因物質の特定を急ぐ。 

・食中毒（疑い）対応は、災害
時であっても通常と同じ調査
が必要であるため、保健所食
品衛生部門が対応する。  

・大規模な食中毒が疑われる場
合や原因の特定に時間を要す
るおそれのある場合は、速や
かに外部機関に応援要請を行
う。  

・原因食品について配食業者か
らの弁当等が疑われる場合
は、疑いの段階でも当該業者
に当該食品の出荷停止を依頼
し被害の拡大を防止する。 

・外部から搬入された食品又は
避難所内で調理された食品が
疑われる場合は、直ちに摂食
を中止させ、残品がある場合
は廃棄する。  

・避難所内で調理した食品が疑
われる場合は、調理施設の環
境整備と清掃消毒を行う。  

・症状が重篤化する可能性のあ
る疾病の場合は緊急対応が可
能な医療機関等との調整を行
う。  

・人を介した感染拡大がある疾
病の場合は、二次感染防止措
置を十分行う。  

・避難者における有
症者の把握、経時
的変化を観察す
る。  

・正しい吐物処理、
下痢便処理の方法
を指導する。  

・正しい手指の洗浄
消毒方法を指導す
る。  

・有症者への支援、
保健指導を行う。  
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 ｍ ペット対策  

  
チェック項目  

市町村・保健所における

対策の立案 
保健指導  

ペ
ッ
ト
対
策 

□避難所にペットを受け入れるスペース
が無い  

□ペットの受け入れ体制が整っていない
（受付時の帳票類、マイクロチップ読
み取り機等が準備されていない）  

□避難者とペットの避難所内でのすみ分
け（ゾーニング）が出来ていない  

□ペットの個体識別が不明である  
□ペットの飼い主がすぐわかるようにな
っていない  

□ペットが避難所から逃走し、ヒトに対
して危害を加える危険がある  

□ペットどうしで闘争する危険がある  
□ペットの健康状態は良好といえない
（人又は他のペットに感染する疾患に
罹患している可能性がある）  

□ペット用の飲料水・食料が確保されてい
ない  

□ペット用の排泄物処理用の物資が確保
されていない  

□ペットの飼養に必要な物品が確保され
ていない  

□飼い主が飼養管理を行う自主管理組織
が組織されていない  

□ペット支援ボランティアの窓口が設置
されていない  

・動物救護対策本部、
地方獣医師会、動物
愛護推進員等との連
携を図り避難所で預
かりが困難な動物の
受け入れを行う。  

・避難所の動物の受け
入れ時の健康状態の
チェック、受け入れ
後の健康管理を行う
ための体制作りを行
う。  

・迷子動物の受付窓口
及び広報を行うため
の体制作りを行う。  

・ペット救護ボランテ
ィア等の受け入れ、
人材確保と各避難所
への人材の適正配置
を行う。 

・飼育場所の衛生状態
の確認と衛生指導を
行う。  

・飼い主に対する適正
飼養の指導を行う。  

・飼い主が立ち上げる
自主管理組織への支
援を行う。  

・住民や飼い主からの
ペットの避難や救護
に関する相談対応や
指導・助言、また動
物救護対策本部への
連絡調整を行う。  

・動物ボランティアの
活用と指導助言を行
う。  
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５ 要配慮者支援と避難行動要支援者  

（１）災害時における要配慮者（災害対策基本法第８条第２項 15） 

  ・災害時のおける要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する

者をいう。具体的な対象者について国の規定はなく、対象者の範囲は、各市町村で

判断し決めることとなっている。本マニュアルでは下記の状況であるもの想定した。

避難後も、避難先の特殊な生活環境によって心身に多大な影響を受ける可能性が高

い者についても要配慮者として捉え、後述の要配慮者の対象別の特性・想定される

課題と支援を参考に保健活動を行うことが望ましい。 

 ａ 本マニュアルで想定する要配慮者 

●自力での移動が困難な人 

●薬や医療機器、医療的ケアがないと生命の危機や症状の増悪を来す人 

●情報を受けたり伝えたりすることができない、又は困難な人 

●理解や判断ができない、又は理解や判断に時間がかかる人 

●精神的に不安定になりやすい人 

 ｂ 要配慮者の主な状況 

●自分の身の危険を察知できない、又は困難である 

●自分の身の危険を察知できても救助者に伝えられない、又は困難である 

●危険を知らせる情報を受けることができない、又は困難である 

●危険を知らせる情報を受け取っても、それに対する行動ができない、又は困難

である 

（２）避難行動要支援者（災害対策基本法第 49条の 10） 

・要配慮者の内、災害が発生、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する

ことが困難な者であって、円滑な避難の確保をはかるために特に支援を要するもの

を避難行動要支援者という。平成 25 年６月の一部改正により、市町村は、避難行

動要支援者名簿の作成が義務付けられ、令和３年５月の一部改正により、避難行動

要支援者の個別避難計画の策定が努力義務となった。避難行動要支援者名簿や個別

避難計画を作成する際に難病患者など情報を得る際は、保健所へ確認することがで

きる。 

 ａ 自ら避難することが困難な者について A市の例  

●生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方 

①要介護度認定３～５を受けている者 

②身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者（心

臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く） 

③「療育手帳Ａ」を所持する知的障害者 

④精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

⑤市の生活支援を受けている難病患者 

⑥上記以外で自治会が支援の必要を認めた者 

   

 

 

災害時における要配慮者 

避難行動要支援者 

図９ 要配慮者と避難行動要支援者のイメージ図 
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（３）市町村における保健活動 

  ・避難行動要支援者名簿は、市町村で定めるルールの下で避難支援等関係者（※１）に

提供され災害発生時には避難のための情報伝達、避難支援、安否確認などが行われ

る。また、地域の特性や実情を踏まえつつ、具体的な避難方法等について個別計画

を策定することとされている。なお、社会福祉施設入所者や長期入院患者は、「支

援対象者の所在が明確であり、地域の避難支援等関係者の人数が限られていること

から、避難行動要支援者名簿の対象は在宅者（一時的に入所、入院しているものを

含む）を優先すること（※２）」とされている。 

※１ 消防機関、都道府県警察、民生委員法に定める民生委員、社会福祉法に規

定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に

携わる関係者（災害対策基本法第 49条の 11第２項） 

※２「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（内閣府、平成２５ 

年８月） 

 ａ 主な保健活動 

・市町村ごとに組織内の役割分担等は異なるが、要配慮者の特性等を考慮して、次の

ような保健活動が行われる。 

（ａ）平常時 

・１人の人が、複数の配慮を必要とする場合があることを認識。 

例）高齢者の難聴（聴覚障害）・白内障（視覚障害）・歩行困難（肢体不自由）等 

・通常業務の中の個別支援事例や、各部署が所管する避難行動要支援者の名簿を

参照するなど、避難行動要支援者が発災時にどこに避難（一次・二次（福祉）

避難所か自宅避難）するのかを予測。 

・避難行動要支援者と家族、避難支援者等で「個別避難計画」を策定し、避難 

行動の準備。 

・災害の被害予測に応じて被災が予測される地域の災害行動要支援者へ事前避難

を案内。 

（ｂ）発災時 

・要配慮者がどこにいるのかを把握。 

例）避難所の健康調査、民生委員等が行う避難行動要支援者の安否確認訪問等。 

・発災直後は一次避難所で特性に配慮した避難生活を支援。 

・自宅避難の場合は、孤立しないよう留意する。 

・環境が整い次第、二次（福祉）避難所へ移動する時期や方法を検討。 

・環境の変化や時間の経過で配慮すべき点が変化することに注意。 

特に医療ニーズの高い対象（人工呼吸器使用者、人工透析患者等）には迅速な

対応が必要であり、個別避難計画に基づき、避難支援等関係者が安否・健康確

認や電源確保の情報を共有しながら支援を継続することが求められる。 

（４）京都府における保健活動 

ａ 保健所（調整支部） 

（ａ）市町村支援について 

・保健所では、市町村の要配慮者対策がどのような形で進められているのか、避難

行動要支援者名簿や個別計画の管理状況等を把握しておくとともに、通常業務に

おいて個別支援事例が要配慮者又は避難行動要支援者と判断される場合に、当該

名簿に登載されているかどうか市町村等関係機関・関係者に確認し、必要な支援
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が受けられるよう支援する。災害対策基本法の改正により、市町村が要支援者名

簿を作成するために、難病患者等の個人情報を求められた場合、患者からの強い

希望がなければ、同意がなくても個人情報を提供することができる。作成した個

別避難計画や名簿を関係機関に共有する場合は、市町村の条例の定めがなければ

本人の同意が必要になる。（※３） 

また、管内の保健・医療・福祉に係る資源情報等を含めて、市町村とともに日

頃から災害時の保健活動（栄養士含む）に係る地域診断に取り組むことにより、

①～④の具体策の検討等を行い、市町村の要配慮者対策の充実・強化、発災時の

迅速かつ円滑な対応を促す。俯瞰的な視点を持って、地域全体における災害対策

（保健・福祉分野）の現状と課題を捉え、保健所や圏域単位における保健・医

療・福祉のネットワークづくりを進めること、又は既存のネットワークを有効活

用することは、各市町村の災害対策を推進する上でも重要な保健所の役割である。 

①要配慮者に係る関係機関との情報共有と理解の浸透。 

②避難行動要支援者の個別避難計画（避難支援等実施者、避難施設、避難場所、

避難経路、避難方法・避難先など）及びマッピングの具体的な検討。 

③避難所に備蓄・補充すべき医薬品や衛生材料等の物資の把握及び配分。 

④発災時の要配慮者に係る安否確認や避難支援に係る方策の検討。 

※３ 難病患者等に関する避難支援等体制の整備について（周知）（事務連絡 

令和 3年 12月 14日） 

（ｂ）医療依存度の高い患者に係る支援について 

・保健所では、指定難病及び小児慢性特定疾病児童等（以下「難病患者等」とい

う。）の医療費助成申請窓口を有し、難病患者等の療養状況を把握できる立場に

ある。難病患者等で、医療ニーズが高い（人工呼吸療法や在宅酸素療法を常時受

けている者や定期的な人工透析が必要な方等）場合、日頃から本人・家族及びそ

の関係者の自助・共助の意識を高め、平時からの備えること、患者支援を支援す

る保健・医療・福祉関係機関との連携・協力が重要である。 

  そのため、保健所では「京都府難病患者災害時・緊急時支援事業実施要領」に

基づき、難病患者等に対し、市町村の要配慮者支援に組み込まれるよう、安否確

認リストの作成、災害時・緊急時行動計画作成等に取り組むこととしている。難

病患者等の災害時支援として、必要に応じて、個別の避難支援に係るシミュレー

ションを実施する他、地域の実情に合わせて、当事者及び従事者を対象にした研

修を実施している。 

・京都府は、保健所を窓口に長時間停電の発生に備え、在宅で 24 時間人工呼吸器

を装着されている患者もしくは、同様の対応が必要な方が突発的な停電発生時に、

速やかに自家発電装置による電力供給可能な医療機関に受入していただけるよう

に、搬送先医療機関の事前登録を行っている（在宅人工呼吸器装着患者の事前登

録制度）。登録をおこなっていても、搬送先登録医療機関の入院患者の状況など

により受け入れできない場合もあることに留意する。また、個別避難計画を作成

している方がこの制度を利用する場合は個別避難計画の内容ともすり合わせてお

く必要がある。 
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（ｃ）発災時における医療の確保について 

・難病患者等のうち、特に、人工呼吸療法や在宅酸素療法を常時受けている者、定

期的な人工透析を必要とする者は、災害時においても必要な医療が継続して受け

られるように、避難支援することが重要である。その多くは、市町村の要配慮者

及び避難行動要支援者に該当すると推測されるが、保健所も市町村及び避難支援

関係機関・団体等と連携し、速やかに安否確認及び避難支援に必要な調整を図る。

なお、安否確認及び避難支援のポイントは「〇災害時要配慮者支援方針、〇災害

時難病患者個別支援計画を策定するための指針（改訂版）＜抜粋＞」の内容に準

じる。避難要否の判断にあたっては、当該患者の健康状態や医療ニーズ・被災情

報の他、周辺の医療機関の稼働状況・ライフライン・衛生状況等を確認しながら、

必要な医療を確保するよう努める。自宅待機する場合にも、連絡が途絶しないよ

う通信手段や避難時期・移動方法について確認しておく。避難が必要となり、入

院調整が必要と判断される場合には、個別計画で予定された医療機関に入院調整

を依頼するが、受入が困難な時には、管内の災害拠点病院や保健所（調整支部）

等に配置される災害医療コーディネーターに状況報告するとともに、入院調整を

依頼し、必要な医療の確保に努める。 

また、その他医療機器を要しない場合にも、クローン病の成分栄養や膠原病の

ステロイド系薬品、パーキンソン病の L-dopa 剤など、特別な医薬品を必要とす

る者も多いため、必要に応じて稼働している医療機関等の情報を提供する。保健

所（調整支部）において、安否確認や避難支援を行った内容については、現地災

害対策本部・本庁関係課に「要配慮者支援に係る連絡票（様式 16）」を用いて報

告し、定期的な情報共有を図る。 

ｂ 本庁（調整本部）における保健活動 

・厚生労働省防災業務計画の個別疾患に係る事項として、「人工透析」及び「難病等」

について医療の供給体制の確保に努めることが示され、本庁はこれらの医療が確保

できるよう関係機関・団体と日頃から連携を持つこととなる。また、要配慮者支援

は、庁内においても関係部局・関係各課が関わっている状況を鑑み、組織横断的に

取り組めるような連絡体制を組むことが重要である。 

・発災時には、保健所（調整支部）における市町村支援や個別疾患支援（医療の確保

を含む）が適宜進められるが、本庁（調整本部）はその情報を集約して総合調整を

行う他、大規模災害により広域の入院調整・搬送が必要と判断される場合には、府

災害対策本部・厚生労働省への報告や要請を始め、関係各課及び関係機関との連携、

必要な医療の確保に努める。また、保健所（調整支部）から得られた被災地の難病

患者等の受療状況等から医療ニーズを確認し、市町村広報紙や患者団体及び報道機

関等を通じて、人工透析や難病等に係る最新かつ正確な情報を発信していくことも

大切である。 
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（５）要配慮者の対象別の特性・想定される課題 

・要配慮者とされる対象者ごとに想定される①起こりうること、②対策・留意点の例

を記載する。要配慮者は各自治体の地域防災計画に規定されているが、ここでは、

「避難行動要支援者」及び「女性」、「妊産じょく婦」、「DV 被害者」、「子ども」、

「高齢者」、「障害児者」、「医療機器装着者・医療ケアを要する者児」、「アレルギー

を有する者」、「外国人」について記載した。 

 

京都府における要配慮者 

ａ ・避難行動要支援者 

ｂ ・女性 

ｃ ・妊産じょく婦 

ｄ ・DV被害者 

ｅ ・子ども（一般、孤児・遺児等・虐待をうけている子ども） 

ｆ ・高齢者（一般・認知症・寝たきり） 

ｇ 
・障害児者（知的障害児者・精神障害児者・発達障害児者・視覚障害児

者・聴覚障害児者・肢体不自由） 

ｈ ・医療機器装着者・医療ケアを要する者児 

ｉ ・アレルギーを有する者 

ｊ ・外国人 

 

 

 

 

保健所 

（保健医療福祉 

調整支部） 

本庁 

（保健医療福祉

調整本部） 

図 10 人口透析及び難病患者等の医療確保イメージ 
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ａ 避難行動要支援者   

（ａ）全体像  

【避難のための情報伝達】  

・防災無線や広報車、携帯端末の緊急速報メール等により広く周知するととも

に、避難行動要支援者が円滑に避難できるよう情報伝達について配慮する。 

 

 

【避難行動要支援者の避難支援】  

・発災又は発災のおそれが生じた場合は、同意の有無に関わらず、名簿を避難支

援者に提供する。  

・名簿情報の提供に同意した者については、避難支援者が中心となって事前に定

められた個別計画等に基づき、避難行動の支援を実施する。  

・名簿情報の提供に同意した者以外の者であっても、避難行動の支援を実施す

る。 

 
 

【避難行動要支援者の安否確認の実施】   

・避難支援が及ばなかった避難行動要支援者（名簿提供に不同意であった者を含

む）も含め、安否確認を行う。 

 

 

【避難場所以降の避難行動要支援者への対応】 

・地域防災計画又は全体計画に定めた計画に基づき、避難行動要支援者等の引継

ぎや避難場所から避難所への搬送を行う。 

（ｂ）起こりうること  

・特に豪雨、夜間帯、停電などにおいては、避難指示等の発令に気づかない、あ 

るいは適切に行動できない避難行動要支援者が存在する。  

・大規模な地震災害などでは必ずしも個別避難計画どおりに避難支援者の支援が

行われない場合がある。  

・避難が長期化すると一般避難所から福祉避難所などへの移動が必要な場合があ

る。  

 （ｃ）留意点 

・各自治体によって地域防災計画に定められた避難行動要支援者の基準や名簿の

管理方法、及び個別避難計画の様式、作成基準には違いがあるため、運用につ

いては注意する必要がある。  

・基本的には平常時に作成している個別避難計画に基づき対応する。  

・大雨・台風等で大規模な被害が想定される場合、事前の避難を検討する。避難

行動要支援者及び避難支援者の安全面を考慮するとフェーズ２までに避難を開

始することが望ましいと考える。 

・地域の自主防災組織、ネットワーク、ソーシャルキャピタルなどの協力・活用

を図るとともに、医療、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、訪問看

護師、生活支援員等との協働により、情報伝達や安否確認を速やかに行う。  
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・電力等の確保の目途や本人の状態等により受入れ医療機関の調整を行う。  

・高齢者や医療的ケアが必要な児者などの避難については体力を消耗するため、

移動については、受入れ機関との調整、移動に係る専門職の配置・資機材の準

備など、身体的・精神的負担を最小限にできるよう慎重に計画し、実行する。  

【参考】保健所による保健福祉的視点でのトリアージ  

・避難所の環境下では、生活が困難あるいは医療提供が不十分なため、病状悪化や新

たな健康課題を生じる可能性があることから、保健福祉的なアセスメントを実施し、

避難所等での生活継続が可能かを判断する。 表 16「保健福祉的視点でのトリアー

ジ判断基準の例」のように、ステージⅠ～Ⅳに保健福祉的視点でのトリアージの判

断基準の例をあげる。被災地の一般避難所や在宅生活が可能なレベルは、ステージ

Ⅲ・Ⅳである。ステージ Ⅱは、福祉避難所や環境や体制を整えることで生活が可

能と判断されるが、対応ができない場合には専門家の支援やライフラインが整って

いる環境等での生活を検討する。  

  この判断基準は、災害規模や被災地の状況により異なるため、参考とする。 

 

 

 

 

分類  対象者  対象者の具体例  

【ステージⅠ】 

避難所等で集団 

生活が困難で常 

時専門的なケア 

が必要なレベル  

・医療依存度が高く医療

機関への保護が必要な

避難者  

・人工呼吸器を装着している者、気管切開等

があり吸引等の医療行為が常時必要な者  

・福祉施設での介護が常

時必要な避難者  

・医療ケアが必要でない重度の障害児者、寝

たきり者で介護が常時必要な者  

【ステージⅡ 】 

他の被災者と区 

別して専門的な 

対応をする必要 

があるレベル  

・福祉的なニーズが高く

介護援助等の継続が必

要な者  

・軽中程度の要介護高齢者等日常動作や生活

面での一部介助や見守りが必要な要介護高

齢者  

・精神障害･発達障害･自閉症等で個別の対応

が必要な児･者  

・軽中等度の障害児者等日常動作や生活面で

の一部介助や見守りが必要な視力障害児

者、聴力障害児者、身体障害児者  

・医療的なニーズが高く

医療やケアが必要な者  

・医療的なケア（在宅酸素、人工透析、イン

シュリン注射など）の継続が必要な者  

・感染症で集団生活場面からの隔離が必要な

者、インフルエンザ、ノロウイルス等  

・乳幼児、妊産婦で感染症を特に防御する必

要がある者  

・親族の死亡、ＰＴＳＤなどで精神的に不安

定で個別支援が必要な者 ＊状況に応じて医

師の判断により被災地を離れる必要性があ

る  

表 16 保健福祉的視点でのトリアージ判断基準の例 
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【ステージⅢ】  

定期的な専門家 

の見守りや支援 

があれば、避難 

所や在宅生活が 

可能なレベル  

・医療的なニーズ  ・慢性的な疾患があるが、内服薬の確保がで

きれば生活が可能な者  

・精神的に不安定さや不眠などの症状はあ

り、見守りや傾聴などの支援が必要な者  

・福祉的なニーズ  ・見守りレベルの介護が必要で、ヘルパーや

家族等の支援の確保ができれば、避難所や

在宅生活が可能な者  

・高齢者のみ世帯等で、ライフライン途絶に

より、在宅生活の継続のために生活物資の

確保に支援が必要な者  

・保健的なニーズ  ・骨関節系疾患や立ち座りに支障がある高齢

者等、生活不活発病予防のために、椅子の

配置や運動の促しなどの支援が必要な者  

【ステージⅣ】 現状では生活は自立して、避難所や在宅生活が可能なレベル  

 

 ｂ 女性 

起こり得ること  対応方法・留意点  

・プライバシーが守られなかっ

たり、衛生用品が確保されな

かったりするおそれがある。  

・性被害に遭遇する危険性があ

る。  

・長引く避難所生活は精神的、

身体的影響が大きく、健康が

悪化する恐れがある。  

 

○避難所の設営 

・避難所の運営において男女共同参画の推進による組織運営・

役割分担を行い、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に

配慮する。 

・男性と女性のトイレを分けて配置（男性用：女性用＝１：３

が目安）。トイレは、明るく安全で、多くの人の集まる場所

（喫煙所等）と離し、かつ行きやすい場所に設置すること。

ユニバーサルデザインのトイレの活用。鍵の設置。 

・女性専用のトイレ、物干し場、更衣室、授乳室の設置。  

・間仕切り用パーテーションの利用。 

・単身女性や女性のみの世帯用エリアの設定。  

・女性や子どもを性被害から守るために巡回警備や防犯ブザ

ー・ホイッスルを配布する等。 

 

○生理用品（生理用ナプキン・サニタリーショーツ・清浄綿・

おりものシート・中身の見えないゴミ袋）女性用下着等の備

蓄、女性による配布。 

・お湯を沸かすためのカセットコンロ、やかんの調達。 

 

○その他  

・身体的、精神的両面から気軽に相談しやすい環境づくり。プ

ライバシーを配慮した相談窓口の設置・周知等。 

・女性の医師によるクリニックの開設、助産師の配置。 

・現地支援体制による女性のニーズの把握や避難所への意見箱

の設置。 

 

 

 

81



○応急仮設住宅等の設営  

・応急仮設住宅の適切な運営管理のため、女性の参画を促進

し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮す

る。  

・屋外照明の設置、死角の解消。 

・入居者同士の交流等が図れる集会所、集会スペースの設置。 

 

 ｃ 妊産じょく婦 

起こり得ること 対応方法・留意点 

・初期の妊婦は、自己申告が無

ければ妊婦であることに周囲

が気づかないため、適切な支

援が行われないことがある。  

・避難所における授乳について

は、児が泣くこと、他者から

の視線等に関するストレスが

高くなり落ち着いて育児がで

きない。   

・妊産じょく婦は避難所に馴染

めず、安全が確保できていな

い自宅や車中泊・テント泊を

する者も多く、深部静脈血栓

症の発症リスクも高い。   

・妊娠に加え、被災によるスト

レスで免疫力が低下し感染症

を引き起こしやすい。 

 

・妊婦、じょく婦はハイリスク者として捉え、環境整備、清

潔保持、食生活の改善等について優先して支援する。  

・妊婦については母子手帳の記載内容を確認するなど氏名、

年齢、分娩予定日、分娩予定医療機関、妊娠の経過及び経

過観察の必要の有無を把握するとともに、妊婦健診の移動

を含む受診機会の確保に係る支援を行う。  

・母子避難所などの設置についても検討する。  

・指定避難所以外で生活する妊産じょく婦について、警察や

自主防災組織などから情報を把握する必要がある。  

・日常生活と同様に感染症の予防、マスク・手洗い・うがい

を指導する。 

・風疹・麻疹（はしか）、帯状疱疹、トキソプラズマなどの感

染症にも日常生活と同様に気を付けておく。 

・麻疹・風疹などの予防接種の有無を確認しておく。 

 

・資機材の調達  

授乳用品（粉ミルク・乳児用液体ミルク・アレルギー

用ミルク・乳幼児用飲料水（軟水）・哺乳瓶・哺乳瓶用

の消毒剤・湯沸し器具）、離乳食用品（ベビーフード・

スプーン）、おむつ用品（紙おむつ・おしりふき・ごみ

袋・乳幼児用着替え・ベビーバス）、抱っこ紐、授乳用

ポンチョ、下着等の配布  

・ 

 

ｄ DV被害者 

起こり得ること 対応方法・留意点 

・DV を受け、配偶者から避難

していた人が避難所で偶然、

加害者に出会う、避難者名簿

から情報が加害者に知られる

危険性がある。  

・DV 被害者の避難部屋は安全の確保・プライバシーの保護が

不可欠であるとともに以下①～③のような、「より安心感の

ある空間」を提供する。  

①加害者から守り、独立性の高い空間  

②気持ちや状況を受け止めてくれる支援者が近くにいる  

③自分を責めず、自立に向かう時間がもてる  
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 ｅ 子ども（一般） 

起こり得ること 対応方法・留意点 

・地震や津波などの恐怖体験による反

応（親から離れなくなる、赤ちゃん

がえり、イライラしたり興奮しやす

くなる、眠れない、小食、頭痛や腹

痛などの身体症状等）が現われるこ

とがある。  

・養育者等は、恐怖体験だけでなく新

しい生活環境に慣れなくてはならな

い負担や周囲への気遣いから子ども

に厳しく接しすぎる、苛立ちを子ど

もにぶつけるなどの危険性がある。  

  

・恐怖体験による反応は異常な体験への反応としては

正常であり、家族や周りの大人が安心させるように

対応することで 1～２ヶ月のうちに改善し始めるこ

とを理解し支援する。  

・家族をはじめとする周囲の大人が気持ちを安定させ

る必要があり、支援者は大人を支える言葉かけや利

用できる制度に関する情報提供を行う。  

・現実と映像の違いを理解できず、感受性が高いの

で、被災地の映像を見せないよう配慮する。  

・家族の子どもへの関わりポイント：子どもへのスキ

ンシップの強化、わかりやすい言葉での説明、規則

正しい生活とリラックス、親自身のケアの必要性な

ど。 

・避難所の工夫：できる限り普段の習慣の継続。遊び

やスポーツ・勉強など、子どもらしい活動ができる

空間と時間の確保、役割（お手伝い）を与える等。  

・家族と離れて暮らす子どもを預かった大人には、安

心感を与えるため、家族との定期的面会や家族を感

じられるものを身近な場所に置くこと等の必要性を

理解してもらう。  

・災害の絵の描写やごっこ遊びは、子どもの回復過程

として見守るが、数週間に渡って続く場合は、臨床

心理士・医師・こころのケアチーム（DPAT）など

に支援を求める。  

 

 

 

ｅ 子ども（孤児・遺児等） 

起こり得ること 対応方法・留意点 

・災害によって、孤児（両親とも亡

くした児童）、遺児（ひとり親と

なった児童）、その他の家族や友

人を亡くした、保護者機能が欠け

た（親との別居、親が行方不明、

重症を負ったなど）の子どもは特

に配慮する必要がある。 

・大規模災害では、親を亡くす子ど

もも多く、心に深い傷を負うとと

もに経済的な基盤も大きなダメー

ジを受ける。 

・ひとりで生活することはできず、

不安定な生活環境に置かれる。 

・災害前に把握することは困難であ

る。 

・孤児は児童相談所等が中心となり対応が進められる

が、遺児の場合、地域の関係機関とも連携を密にした

支援が必要である。 

・予防接種や健診等の機会を利用して、遺児の養育者へ

の支援を行うことで子育て機能をサポートする。 

・『そっと静かにしておいて欲しい』という気持ちを大

切にし、慎重、冷静に対応する。 

・孤児、遺児の実態調査を行い生活環境の把握に努める

ためには関係機関との連携が不可欠。児童相談所や教

育機関との連携を十分に図り、保護者機能を補完しな

がら児童精神科医やスクールカウンセラーとともに心

のケアを進めることが大切である。 

・悲嘆、不安から急性の心的外傷反応まで様々な反応が

予想され、特に子どもの場合は見守りや声かけが必要

となる。 
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・里親や児を引き取った親戚などについても、交流会を

開催するなど継続的な支援が必要。 

・遺体確認は強いストレスを伴うので現場には心理サポ

ートを行う専門的スタッフが付き添い様子をみて声を

かけるなどの配慮が必要。 

 

ｅ 子ども（虐待を受けている子ども） 

起こり得ること 対応方法・留意点 

・今までの虐待情報がない状態で避

難している場合がある。  

・環境の急激な変化、避難生活のス

トレスや将来への不安が拡大し、

虐待につながる可能性や、配偶者

等からの暴力（DV）や子どもへの

虐待問題が悪化する危険がある。  

・激しい余震の続く中で、子どもを

守らなくてはと過剰責任を負った

母親たちによる児童虐待の相談が

増加するおそれがある。  

・他人からストレスのはけ口として

怒鳴られたり、暴力を受けたり、

性被害を受ける可能性がある。  

・災害後早い段階からの暴力防止の啓発・相談支援の充

実を図る。  

・避難所の改善や組織内での啓発など支援関係者・コミ

ュニティリーダー等への具体的な対応策についての情

報共有（地域、児童相談所、行政、学校、マスコミ、

ボランティア等あらゆる人・組織が対象）を行う。  

・災害時の支援・連携体制づくり（行政・警察・医療・

女性支援センターなど）、要保護児童支援地域協議会

等を開催する。  

・被災した母子への子育て支援、心とからだの相談体

制、相談窓口をマスコミなどで広報する。    

・被災した子どもの心とからだのケアシステムを整備す

る。    

・子どもの遊び場の確保、子どもと遊んでくれるボラン

ティアを確保する。  

・乳幼児を抱えた母親への家事・育児支援のヘルパーの

派遣制度をつくる。  

  

 

 ｆ 高齢者（一般・認知症・寝たきり） 

起こり得ること 対応方法・留意点 

〇高齢者（一般） 

・慢性疾患等疾病を有する人が多く

悪化しやすい。自身では服薬中の

薬を把握できていないこともある  

・深部静脈血栓症など循環器疾患を

発症しやすい。  

・コミュニケーション手段である文

字や音声の読みにくさや聴きにく

さを有していることも多い。  

・杖や義歯等の不携帯により生活に

支障が生じている可能性がある。  

・運動量が減少するため避難所生活

で生活不活発病を発症しやすい。  

・眠りが浅く、早い時間から活動を

始めるなど周囲と不調和になるこ

とがある。 

・服薬中の薬についてお薬手帳、調剤薬局、かかりつけ

医などから情報を把握し、治療が継続できるよう支援

する。  

・避難所内であっても、近隣住民等の声かけなど地域の

ネットワークを用いて正しい情報がタイムリーに伝わ

るよう配慮する。  

・ベッドや椅子による生活環境を整える。  

・生活リズムを整えるよう、役割を分担する、日中の活

動の場を設ける、介護予防運動を取り入れるなどの配

慮が必要である。  

・義歯や補聴器、杖など普段使用している補装具を確認

し、携帯していない場合は調達できるよう早い時期か

ら災害対策本部や社会福祉協議会等の地域の社会資源

の調整を図る。  
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〇認知症 

・理解力の低下により避難に介助が

必要。 

・環境変化への適応が困難。 

・認知症中核症状と行動・心理症状

が出現するおそれ。 

 

〇寝たきり 

・移動に複数人の介助が必要。 

・日常的なサービスが必要。 

〇認知症 

・落ち着ける環境やコミュニティの回復に配慮し、認知

症やうつ病の予防及び早期発見に努める。 

・不穏等の認知症状悪化の予防。 

・家族の介護負担の軽減。 

 

 

〇寝たきり 

・褥瘡・脱水・低栄養の予防。 

・心身機能低下の予防。 

・家族の介護負担の軽減。 

 

 

 ｇ 障害児者（知的障害児者・精神障害児者・発達障害児者） 

起こり得ること 対応方法・留意点 

・曖昧な表現・抽象的な表現の理

解が困難なため、情報が正確に

伝わりにくいことがある。 

・危険予知や身を守る行動ができ

ず、危険な場所に行ったり、他

人の医療機器を勝手に触った

り、物資の配給を待てずに騒ぐ

など、障害に特徴的な行動が出

現することがある。  

・災害前はできていたことも家族

に甘えてしなくなるなどの退行

が出現することがある。  

・集団生活に馴染みにくい傾向が

あるため、自宅や車中泊など不

適切な環境での生活を選ぶこと

がある。  

・服薬の中断により症状が悪化す

ることがある。  

・知的障害児者、精神障害児者、発達障害児者、認知症

者に対しては分かりやすい短い言葉、文字、絵や写真

の提示等による情報伝達に配慮する。  

・落ち着ける場所や、混乱した時に避難できるスペース

を確保する等の環境整備をする。 

・発達障害児者は、見た目では障害があるようには見え

ないことがあるため、家族など本人の状態をよくわか

っている人に関わり方を確認する。  

・必要な物品や特に配慮を必要とすることを確認し支援

する。  

・避難所等では家族と一緒に、周囲の人に障害の特徴や

対応について説明し理解を求める。  

・支援者が個々に相談に応じ家族を安心させる。  

・ショートステイ等の確保により避難所等の集団生活か

ら回避させることで、状態の悪化を防止する。  

・自立支援医療などの資料を基に医療機関や薬局と連携

し、服薬を継続できるよう支援する。  

 

※図 10 発達障碍児者への対応の例① 

 図 11 発達障碍児者への対応の例② 参照 

  

 

 

 

 ｇ 障害児者（視聴覚障害がある児・者 肢体不自由） 

起こり得ること 対応方法・留意点 

〇視覚・聴覚障害 

・視覚・聴覚の障害により情報が

伝達されにくい。  

 

 

〇視覚・聴覚障害 

・障害児者(支援)団体やボランティア団体と連携し、情

報提供を行う。特に視覚障害児者をサポートする人の

配置等の配慮が必要。  
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〇肢体不自由 

・移動等生活をする上で介助が必

要。 

〇情報提供手段（例）  

・聴覚障害児者：掲示板、ファクシミリ、手話通訳、要

約筆記、文字放送等。 

・視覚障害児者：点字、音声等盲ろう者（聴視覚二重障

害者）：指点字、手書き文字等。 

 

〇肢体不自由 

・転倒予防等、避難生活上の安全を確保する。 

・生活用具・介護用具を確保する。 

・残存機能を保持するためのリハビリ等を活用。 

 

 ｈ 医療機器装着者・医療ケアを要する者児  

起こり得ること 対応方法・留意点 

・電気、水道の断絶により、医療

機器の使用（人工呼吸器、吸引

器、酸素濃縮器、エアーマット

等）や経管栄養に支障が出る。  

・連絡手段や交通が絶たれ、関係

機関に連絡ができなくなる。  

・医療ケアに必要不可欠な物品が

入手できなくなる。  

・医療保健福祉サービスの中断

で、家族に介護の負担がかか

る。  

・医療機器の故障・破損や医薬品

の不足の可能性がある。  

・療養ベッド周囲の落下物、転倒

物により負傷することもある。  

・平常時に本人、家族、関係者、関係団体の連携体制を

構築しておく。  

・平常時に人工呼吸器取扱業者や在宅酸素取扱業者の連

絡先、蘇生バッグ等の準備などがなされていることを

家族や支援者と確認しておく。  

・平常時にバッテリーの切り替え、蘇生バッグの使用方

法などについて、家族や支援者と訓練を行っておく。  

・上記について、対応状況を確認し、必要な支援を実施

する。  

 

※図 13 医療機器装着者・医療ケアを要する者児の災

害発生時の行動フローチャート  

 

 ｉ アレルギーを有する者 

起こり得ること 対応方法・留意点 

・被災直後は、意思が十分に伝え

られず家族と離散してしまって

いる者などもおり、避難所でひ

とり一人のアレルギーを把握す

ることが困難となる。  

・本人自身ではアレルゲンを把握

していても、避難所の環境や物

資・食料にアレルゲンが含まれ

ているか確認できない。  

・避難所にアレルギーに配慮した

物資が届いていても、どこに配

ればいいか分類が追いつかず、

放置されてしまうことがある。  

 

 

・自治体として有事に備え、災害時におけるアレルギー

用物資等の供給に関する協定等を民間の製薬会社やＮ

ＰＯ団体とも締結している場合は、各種団体との連

絡・調整を行う 。 

・備蓄食料が画一的にならないよう検討し、アレルギー

対応食や牛乳アレルギー対応ミルク等を備蓄しておく

とよい。  

・支援物資をアレルギー対応食とそれ以外に分類し、置

き場所を最初から分けておく。  

・食物アレルギーの対応については、「第 5 章 保健活動

の実際  ２  保健予防対策  （３）栄養・食生活支

援」を参照。 
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〇喘息 

・ほこり、粉じん、たばこ、動物

など、喘息発作の原因となるア

レルゲンと接する機会が増え

る。  

・予防薬の不足や停電などで電動

吸入器が使えないことがある。 

  

〇アトピー性皮膚炎 

・入浴ができないと、皮膚炎が悪

化する。 

 

〇喘息  

・避難所におけるアレルゲンとなる物質をできる限り除

去するよう、土足禁止、避難所内の禁煙、ペット専用

空間の設置などを行う。  

・喘息のある児者へのマスクの活用を勧める。  

・吸入薬や予防薬の手配を早急に行う。  

 

 

〇アトピー性皮膚炎  

・入浴・シャワー浴・ウエットティッシュやお湯でぬら

したタオルなどによる清拭を優先して行えるよう手配

する。 

 

 ｊ 外国人 

起こり得ること 対応方法・留意点 

・日本語を理解できない者や、被

災地の地理や事情に不慣れな者

もおり、必要な情報を得ること

が困難となる。  

・避難所など共同で生活をする場

においては、文化や宗教によっ

て生活習慣に馴染めず不適応と

なり孤立する者もいる。  

・可能な限り多様な言語やひらがな・カタカナ等のわか

りやすい言葉、絵や写真の提示など、多様な手段によ

る情報提供に配慮する。  

・ボランティア等の協力も得ながら、必要に応じて通訳

を配置した外国人向け相談体制について可能な限り配

慮する。  

・文化や宗教上の理由から食べることができない食料が

ある場合、可能な限り配慮する。  

・共生できるよう、平常時から風習や文化について相互

理解を深められるよう配慮する。  
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参考資料：発達障害児者への対応 

１ 困っていることを確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 健康状態や心身の疲れを確認する 

・発達障害のある人は、体調不良やケガがあるにもかかわらず、本人自身も気づいてい

ない場合がある。周囲が気づかずにそのまま放置すると、状態が悪化してしまう場合

があるので、丁寧な観察と聞き取りが必要である。  

・なにげないことでも、発達障害のある人には日常生活に困難をきたすぐらい苦痛に感

じることがある。そのためストレスの蓄積がより起きやすく、支援を優先的に考えな

ければならない場合がある。                      

 

 

図 11 発達障害児者への対応の例① 

図 12 発達障害児者への対応の例② 
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なし 

あり なし 

図 13 医療機器装着者・医療ケアを要する者児の災害発生時の行動フローチャート  
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6  業務の再開  

【ロードマップ（保健活動の工程表）について】 

ロードマップとは、災害時に起こり得る様々な課題の予測と、それに対する支援策の優

先順位を付ける中長期的な活動計画である。災害時支援活動に留まらず、通常業務の再開

も見越して計画することにより、支援活動の進捗管理ができる他、業務の全体像を把握し、

職員や支援チームの配置にも活用できる。また、災害発生から今後起こりうる課題を想定

し、具体的な行動計画を見える化することで、支援者間における支援の方向性を共有する

ことができ、円滑に活動を進めることにつながる。  

災害の規模、被災状況により、支援経過は前後する。また、災害後、想定外の事案が起

こりうることもあり、状況に合わせて適宜追加、見直しを図ることが必要である。 ロー

ドマップは、フェーズ２を目途に作り始めるとよい。  

【作成時のポイント】  

・地域防災計画において定められている保健師等の配置部署の業務分担内容を考慮する。  

・自治体が進める災害対策の内容（被災者の住環境やライフラインの再開等）を把握し、

災害対策に沿って予測される健康課題とそれに対する保健活動を明記する。  

・活動可能な被災地自治体保健師等のマンパワーを基に作成する。  

・避難所・在宅・応急仮設住宅などにおいて必要となる支援体制、マンパワーを算出し、

支援チームの必要数等、受援計画を立てる手段とする。  

・ロードマップのカテゴリーとしては、「対策本部の業務」「ライフラインの状況」「関係

機関の動き（関係者会議等）」「健康課題」「保健活動」「必要な調整・連携事項」「派遣

保健師等チーム」等があると災害対策本部の動きを踏まえた保健活動を計画しやすい。  

・健康課題については、あらかじめ起こり得る課題を想定しながら支援内容を検討してい

くが、実際の健康課題については健康調査や医療チームからの聞き取りを踏まえ、日々

見直しを行い、二次健康被害を最小限にする。  

・「保健活動」は被災者の住環境別（避難所・車・応急仮設住宅・自宅等）に分けて検討

を行い、特に生活環境の調整や「医療・健康・生活情報」の発信については、情報が届

かない被災者がいないよう配慮する。  

・通常業務については、災害により増えている業務もあるため、しばらく休止する業務や

その開始時期についての判断も必要である。また、しばらく休止する業務については、

組織で共有しておく。  

・作成されたロードマップは、被災地自治体保健師等のみならず、支援チームとも共有し、

支援の方向性に対する共通認識を深める。  

・災害対策本部等に保健活動の現状を伝えるツールとして活用することも有効である。  
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3/1災害発生 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

フェーズ0 フェーズ2　応急対策期（生活の安定・避難所対策中心）

・地域の被災状況等

の情報収集を行い、

迅速に初動体制を確

立することができ

る。

・要配慮者の安否確

認を行うことができ

る。

引き続き、避難所及び地域における要配慮者への保健活動（家庭訪問、巡回健康相談）を実施することができる。

　　　　　　　　　　ミーティングの場の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健活動物品の補充

　

 職員勤務体制の確立・メンタルヘルス対策検討

電気

ガス

水道 復旧

電話 復旧 　　

インターネット 復旧

災害対策本部会議

　

避難所

福祉避難所

在宅

要配慮者の安否確認

応急仮設住宅

その他

 避難所環境整備（物資・衛生面・プライバシー等） 健康事業等再開に向けた医師会等との連携・調整

生活不活発病対策　 看護協会登録看護師の活用について検討・調整

高齢者等見守り体制との連携　

〇チーム

罹災証明受付開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員勤務体制の確立・メンタルヘルス対策検

討

　　　　　　　　　　　ほこり等による呼吸器疾患、皮膚炎、結膜炎等

　　　　　　　　　　　家の片づけによる疲労や外傷等

　　　エコノミークラス症候群

日付

災害発生後日数

対策期 フェーズ1

活動目標

・地域の被災状況等の情報

収集を行い、引き続き要配

慮者の安否確認を行うこと

ができる。

・避難所及び自宅滞在者へ

の保健活動を開始すること

ができる。

資源確保

（人材・物資・予算）

保健活動物品の準備

災害対策

災害対策本部設置

　避難所開設

　医療救護所の設置

　統括保健師の配置

　地域の被災状況等の情報収集

　住民へ必要な情報発信

　　　福祉避難所開設

在宅避難者数

テント避難者数

車中泊者数

仮設住宅入居数

ライフライン

　　一部復旧

関係会議

保健医療福祉調整本部会議

保健センター内情報共有会

医療チームとの連携会議

派遣保健師ミーティング

健康課題

救急医療（急性期対応）

必要な医療・介護支援が受けられず症状悪化

急性ストレス障害

感染症、食中毒、熱中症

保

健

活

動
（

被

災

者

業

務
）

巡回健康相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難所の駐在職員、代表者、支援チームからの情報によるモニタリング

・支援内容・頻度・方法・記録様式の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康啓発（感染症予防、生活不活発病対策、環境整備等）

・市町村保健師と派遣チームの役割分担

・地域住民の人材発掘、マッチング、ボランティア活用　　　　　　　　　　　　　　　・避難状況を取りまとめ、今後の方針検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・避難者用フォロー者リスト作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・要支援者の個票整理

巡回健康相談

　福祉避難所運営施設から情報収集、情報共有

　一般避難所からの要支援者の受け入れ調整

　　　　　　　　地域巡回健康相談活動（健康調査）

　　　　　　　　・支援内容・頻度・方法・様式の決定　　　　　　　　　　　　　・在宅フォロー者リスト作成

　　　　　　　　・市町村保健師と派遣チームの役割分担　　　　　　　　　　　　・要支援者の個票整理

　　　　　　　　　在宅支援者の情報を関係機関から収集、情報の共有

BCP（業務継続計画）発動により全て中止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通常業務再開に向けての調整・検討

災害時優先業務は実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・優先順位とスケジュール、計画の作成

　　　　　　　　　　　　中断・休止が困難な業務は継続（母子手帳交付、健診等の受診券発行等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・広報、会場、執務人数の確保、

　　　　　　　　　　　　市民からの問い合わせ対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通常業務における被災者への対応

　　　　　　　　　　　　受診先や健康相談への対応

健康福祉ニーズ調査の検討

と準備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被災によるこころのケアに関する調査

通常業務

移動可能な保健師の把握      　　　　　　　　　　　　　　　職員、支援者の健康管理（休息・メンタル）

 職員の適正配置

保健所・医師会等への報告（要請有無）

保健所、関係機関との連携

保健センター各班との情報共有

（派遣保健師受け入れ調整）

DPAT

DHEAT

応援派遣可能な保健師

府内応援保健師 〇チーム（〇〇市、〇〇保健所）

府外応援保健師 〇チーム（〇〇県、〇〇市）

府看護協会

外部支援体制 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　派遣チーム再編成検討（活動場所、必要数）

その他団体（医師会）

その他団体（歯科医師会）

その他団体（薬剤師会）

調整連絡事項等

ロードマップ（保健活動の工程表）例 
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3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

一部復旧

一部復旧 一部復旧

（地域医療機関再建時医療チーム派遣撤退に向けた検討・調整）

（派遣チーム再編成検討（活動場所・必要数等））

派遣チーム再編成検討（活動場所、必要等）

市町村保健師と派遣チームによる健康調査

・支援内容、頻度、方法、様式の決定

・市保健師、派遣チームの役割分担　　　　　　　　　　　コミュニティづくり支援

・避難所要支援者の引継ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　見守り部門との連携

孤立化予防のための健康調査 孤立死防止のための調査

　

　　　　　避難所統廃合等に伴う心理的支援

巡回健康相談　　　　　　　　　　　　　　　　応急仮設住宅対応検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・支援内容、頻度、方法、様式の決定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市保健師、派遣チームの役割分担

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・情報提供のしくみ

慢性疾患の悪化

避難生活の長期化による健康への影響

（生活不活発病、ストレス、ひきこもり、うつ、不眠、感染症のまん延等）

PTSDへの対応

生活再建に対する不安

住環境の変化による心身の健康状態の悪化

（孤立化、アルコール問題、うつ、不穏、ストレス、認知症、DVなど）

市町村保健活動体制の充実（健康課題に対応した事業の実施）

状況に応じて必要性の高い業務に加え、縮小していた業務を再開

・乳幼児健診再開　　　　　　・特定健康診査再開

・予防接種再開

　　　　避難所縮小、集約化検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難所の統廃合

地域の復興状況等の情報収集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難所の解消

応急仮設住宅及び地域における保健活動を実施することができる。

・応急仮設住宅において、精神保健活動に重点を置き新たなコミュニティづくりをめざしながら日常生活への支援を行

うことができる。

・被災のショックや喪失のショックから住民が早く立ち上がれるようなサポートシステム及びプログラムの展開をする

ことができる。

フェーズ3　応急対策期（避難所から応急仮設住宅まで） フェーズ4　復旧・復興対策期（応急仮設住宅対策や新しいコミュニティづくり）
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